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お
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一
1
金
子
堅
太
郎
の
「
工
業
立
国
構
想
」
と
外
資
輸
入
論
の
展
開
1
一

中

元

崇

智

門
要
約
】
本
稿
で
は
、
日
清
戦
争
後
に
お
け
る
金
子
堅
太
郎
の
国
家
構
想
や
経
済
構
想
・
政
策
お
よ
び
外
資
輸
入
論
の
展
開
を
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
、

金
子
が
艮
清
戦
争
後
、
イ
ギ
リ
ス
を
将
来
的
な
目
標
と
す
る
「
工
業
立
国
構
想
」
を
主
張
し
た
こ
と
、
清
国
新
開
港
場
視
察
教
派
遣
を
契
機
に
、
工
業
品

を
清
国
へ
輸
出
し
、
清
国
に
お
け
る
諸
権
益
を
積
極
的
に
獲
得
す
る
門
清
国
市
場
進
出
論
」
を
提
唱
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
本
稿
で
は
、

金
子
の
「
工
業
立
国
構
想
」
が
日
清
戦
後
恐
慌
に
よ
り
大
き
く
展
開
し
、
「
清
国
市
場
進
出
論
」
に
加
え
、
外
資
輸
入
に
よ
っ
て
資
本
不
足
を
解
消
す
る

経
済
政
策
を
採
用
し
た
経
緯
を
論
じ
た
上
で
、
「
工
業
立
国
構
想
」
が
外
資
輪
通
論
と
結
合
し
、
興
業
銀
行
を
設
立
し
て
イ
ン
フ
ラ
整
備
、
外
国
貿
易
や

器
械
工
業
の
大
規
模
化
を
目
指
す
「
世
界
的
工
業
」
建
設
へ
と
大
き
く
発
展
し
た
経
緯
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
当
該
日
の
大
蔵
省
主
流
と
は
異
な

る
、
積
極
的
な
外
資
輸
入
に
よ
り
「
世
界
的
工
業
」
へ
の
発
展
を
目
指
し
、
民
間
経
済
の
成
長
を
優
先
し
た
金
子
の
経
済
政
策
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し

た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
一
巻
三
号
　
二
〇
〇
八
年
五
月

は
　
じ
　
め
　
に

明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
四
月
十
七
日
、
日
清
講
和
条
約
が
締
結
さ
れ
る
と
、
日
本
国
内
で
は
日
清
戦
後
経
営
が
開
始
さ
れ
た
。
し
か

し
、
二
年
後
の
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
來
か
ら
明
治
三
十
一
年
（
～
八
九
八
）
上
半
期
に
か
け
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

第
一
次
日
清
戦
後
恐
慌
が
発
生
し
、
綿
糸
紡
績
業
な
ど
の
商
工
業
に
大
打
撃
を
与
え
た
。

金
融
逼
迫
と
貿
易
入
超
な
ど
の
結
果
、
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②

　
こ
の
第
一
次
日
清
戦
後
恐
慌
の
際
に
、
外
資
輸
入
に
よ
る
経
済
の
再
建
を
訴
え
、
外
資
輸
入
機
関
で
あ
る
日
本
興
業
銀
行
設
立
に
努
力
し
た

の
が
第
二
次
伊
藤
博
文
内
閣
で
農
商
務
次
官
（
明
治
二
十
七
年
一
月
三
十
一
日
～
三
十
年
四
月
十
日
）
、
第
三
次
伊
藤
内
閣
で
農
商
務
大
臣
（
明
治
三

十
一
年
四
月
二
十
六
日
～
同
年
六
月
三
十
日
）
を
務
め
た
金
子
堅
太
郎
で
あ
っ
た
。
金
子
は
明
治
憲
法
の
起
草
者
の
一
人
と
し
て
、
ま
た
日
露
戦
争

に
お
け
る
対
米
交
渉
に
あ
た
っ
た
人
物
と
し
て
著
名
で
あ
る
が
、
日
清
戦
後
経
営
下
の
経
済
政
策
に
尽
力
し
た
こ
と
は
意
外
と
知
ら
れ
て
い
な

⑱
。

レ　
し
か
し
、
金
子
は
第
二
次
伊
藤
内
閣
で
約
三
年
間
に
わ
た
り
、
農
商
務
次
官
と
し
て
上
司
で
あ
る
榎
本
武
揚
農
商
務
大
臣
を
む
し
ろ
リ
ー
ド

す
る
形
で
経
済
政
策
を
立
案
し
て
い
っ
た
。
金
子
が
経
済
政
策
を
策
定
し
た
軌
跡
は
、
伊
藤
博
文
編
魍
秘
書
類
纂
　
実
業
・
工
業
資
料
』
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

「
外
国
貿
易
拡
張
方
法
」
や
「
絹
織
物
輸
出
二
関
ス
ル
意
見
」
な
ど
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
金
子
は
自
身
の
意
見
を
榎
本
に
発
一
蹴
さ

せ
る
な
ど
、
農
商
務
次
官
で
あ
り
な
が
ら
伊
藤
内
閣
の
経
済
政
策
を
主
導
し
た
｝
人
で
あ
っ
た
。
で
は
、
金
子
は
い
か
な
る
経
済
政
策
を
立
案

し
、
な
ぜ
外
資
輸
入
論
を
唱
え
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
頴
原
善
徳
氏
は
金
子
を
「
ア
ジ
ア
の
中
の
日
本
」
と
い
う
認
識
か
ら
離
脱
し
、
日
本
を
環
太
平
洋
の
中
に
位
置
づ
け
た
人
物
と
評
価
し
た
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

で
、
金
子
が
工
業
立
国
を
目
指
し
た
経
済
政
策
を
立
案
し
、
太
平
洋
海
底
電
線
問
題
を
契
機
に
ア
メ
リ
カ
へ
接
近
す
る
過
程
を
明
瞭
に
描
い
た
。

し
か
し
、
頴
原
氏
の
研
究
は
金
子
が
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
へ
接
近
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
思
想
的
な
側
面
を
重
視
し
て
い
る
た
め
、
金
子
の
外
資

輸
入
論
の
具
体
的
な
形
成
過
程
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
浅
井
良
夫
氏
の
研
究
に
依
拠
し
て
い
る
部
分
が
多
い
。
ま
た
、
頴
原
氏
は
金
子
が
「
ア

ジ
ア
の
中
の
日
本
」
と
い
う
認
識
か
ら
「
離
脱
」
し
た
点
を
強
調
す
る
が
、
本
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
、
金
子
は
ア
ジ
ア
を
市
場
と
し
て
重
視
し

て
お
り
、
農
商
務
次
官
時
代
に
「
清
国
市
場
進
出
論
」
を
提
唱
し
、
清
国
に
視
察
団
を
派
遣
し
た
。
さ
ら
に
、
金
子
の
国
家
構
想
・
経
済
政
策

と
外
資
輸
入
論
が
ど
の
よ
う
に
論
理
的
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
か
と
い
う
疑
問
も
残
る
。

　
経
済
史
の
分
野
で
は
、
日
清
「
戦
後
経
営
」
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
た
石
井
寛
治
氏
が
そ
の
一
環
と
し
て
金
子
お
よ
び
農
商
務
省
の
経
済

政
策
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
金
子
の
「
工
業
立
国
策
」
が
軽
工
業
製
品
の
輸
出
、
重
工
業
製
品
の
輸
入
と
い
う
方
針
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
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⑥

と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
上
で
、
石
井
氏
は
輸
出
振
興
を
含
め
た
「
民
力
培
養
」
目
的
で
投
下
さ
れ
た
資
金
が
少
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
農

商
務
省
の
産
業
資
本
確
立
に
果
た
し
た
役
割
は
限
定
的
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

　
神
山
恒
雄
氏
は
日
清
戦
後
経
営
下
の
大
蔵
省
・
日
本
銀
行
が
基
本
的
に
積
極
基
調
の
経
済
政
策
を
採
用
し
、
第
一
次
日
清
戦
後
恐
慌
以
降
、

積
極
財
政
か
ら
緊
縮
財
政
へ
と
転
換
し
た
こ
と
、
金
子
ら
の
唱
え
た
人
為
的
な
外
資
輸
入
の
弊
害
を
懸
念
し
、
こ
れ
を
最
小
限
に
と
ど
め
た
こ

　
　
　
　
　
⑦

と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
小
野
＝
郎
氏
は
金
子
の
経
済
政
策
に
関
す
る
論
説
を
検
討
し
、
そ
の
戦
略
性
の
高
さ
を
評
価
し
た
上
で
、
金
子
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

長
期
的
展
望
に
立
っ
た
日
本
の
貿
易
お
よ
び
工
業
化
の
方
針
を
示
し
た
と
論
じ
た
が
、
経
済
政
策
の
旦
ハ
体
的
な
内
容
や
外
資
輸
入
問
題
へ
の
対

応
な
ど
に
つ
い
て
、
本
格
的
な
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
⑪

　
一
方
、
日
本
興
業
銀
行
の
設
立
に
関
し
て
は
、
掛
谷
宰
平
、
波
形
昭
一
、
浅
井
良
夫
各
氏
の
研
究
が
あ
り
、
金
子
の
興
業
銀
行
設
立
に
お
け

る
役
割
に
つ
い
て
も
雷
魚
が
な
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
浅
井
氏
は
興
業
銀
行
の
設
立
過
程
を
分
析
し
、
日
本
に
お
け
る
外
資
の
国
家
管
理
体
制

の
特
質
を
指
摘
す
る
一
方
、
興
業
銀
行
が
当
初
の
目
的
と
異
な
り
、
植
民
地
投
資
機
関
へ
と
転
化
す
る
経
緯
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
経
済
史
の
諸
研
究
で
は
、
小
野
氏
の
研
究
を
除
き
、
金
子
や
彼
の
経
済
政
策
自
体
を
対
象
と
し
て
い
な
い
た
め
、
金
子
が

外
資
輸
入
論
を
提
唱
す
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
踏
み
込
ん
だ
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
史
料
面
で
も
、
金
子
の
未
公
刊
書

簡
を
含
む
「
榎
本
武
揚
文
書
」
や
農
商
務
省
の
『
清
国
出
張
復
命
書
』
な
ど
を
本
格
的
に
活
用
し
た
研
究
は
存
在
し
な
い
。

　
さ
ら
に
、
金
子
の
興
業
銀
行
設
立
計
画
に
つ
い
て
は
、
浅
井
氏
ら
の
優
れ
た
研
究
が
あ
る
も
の
の
、
金
子
が
外
資
輸
入
論
を
提
唱
す
る
に
至

っ
た
経
緯
や
金
子
の
国
家
構
想
・
経
済
政
策
と
外
資
輸
入
論
の
関
連
な
ど
に
つ
い
て
未
解
明
な
点
が
多
い
。
こ
う
し
た
背
景
に
は
当
該
期
の
先

行
研
究
が
大
蔵
省
や
日
本
銀
行
な
ど
実
行
に
移
さ
れ
た
経
済
政
策
の
分
析
を
中
心
と
し
、
未
遂
に
終
わ
っ
た
金
子
の
外
資
輸
入
計
画
や
国
家
構

想
・
経
済
構
想
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
検
討
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
に
、
本
稿
で
は
、
日
清
戦
後
に
お
け
る
金
子
堅
太
郎
の
圏
家
構
想
や
経
済
構
想
・
政
策
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
そ
の

際
に
、
金
子
の
日
清
戦
後
に
お
け
る
清
国
市
場
に
対
す
る
経
済
政
策
に
着
目
し
、
従
来
検
討
さ
れ
な
か
っ
た
第
四
回
商
業
会
議
所
連
合
会
に
お
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け
る
日
清
講
和
条
約
第
六
条
第
四
項
延
期
問
題
と
、
農
商
務
省
の
清
国
新
開
港
場
視
察
団
派
遣
計
画
を
解
明
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
第
六
条

第
四
項
延
期
問
題
で
は
日
清
講
和
条
約
で
得
た
清
国
内
で
の
権
益
を
獲
得
し
、
清
国
市
場
進
出
を
早
期
に
実
行
す
る
か
否
か
を
め
ぐ
る
議
論
が

な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
視
察
団
派
遣
問
題
は
金
子
の
「
清
国
市
場
進
出
論
」
を
分
析
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
課
題
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。　

ま
た
、
本
稿
で
は
、
金
子
の
経
済
政
策
の
画
期
と
し
て
日
清
戦
後
恐
慌
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
金
子
の
外
資
輸
入
論
の
展
開
を
解
明
す
る
こ

と
と
す
る
。
こ
の
点
を
分
析
す
る
の
は
、
日
清
戦
後
恐
慌
に
よ
っ
て
綿
糸
紡
績
業
な
ど
が
打
撃
を
受
け
、
こ
れ
を
契
機
に
金
子
の
経
済
政
策
に

大
き
な
展
開
が
あ
っ
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
先
行
研
究
で
本
格
的
に
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
「
榎
本
武
揚
文
書
」
や
新
聞
資
料
、

金
子
の
談
話
速
記
録
、
『
太
陽
瞼
、
『
東
邦
協
会
会
報
』
な
ど
の
公
刊
、
未
公
刊
史
料
を
積
極
的
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
で
、
こ
の
点
を
検
討
し

て
い
き
た
い
。

①
大
島
清
『
日
本
恐
慌
史
論
蝕
上
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
二
年
）
、
長
悶

　
遣
瀬
『
明
治
恐
慌
史
序
説
隔
第
二
章
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
）
。

②
興
業
銀
行
は
明
治
三
十
三
年
三
月
に
公
布
さ
れ
た
日
本
興
業
銀
行
法
に
基
づ
き
、

　
明
治
三
十
五
年
四
月
に
日
本
興
業
銀
行
と
し
て
開
業
す
る
が
、
当
初
の
金
子
堅
太

　
郎
ら
の
計
画
案
で
は
興
業
銀
行
で
は
な
く
、
工
業
銀
行
と
表
記
さ
れ
て
い
た
。
ま

　
た
、
憲
政
党
内
閣
で
は
添
田
寿
一
ら
が
動
産
銀
行
と
表
記
し
て
お
り
、
第
十
三
議

　
会
で
は
政
府
よ
り
動
麓
銀
行
法
案
と
し
て
提
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
憲
政
党
は
第

　
十
三
議
会
で
日
本
興
業
銀
行
法
案
を
提
出
し
、
最
終
的
に
は
第
十
四
議
会
の
衆
議

　
院
で
日
本
興
業
銀
行
に
名
称
が
修
正
・
確
定
す
る
。
本
稿
で
は
、
基
本
的
に
は
興

　
業
銀
行
の
表
記
を
用
い
る
も
の
と
す
る
が
、
史
料
上
お
よ
び
そ
れ
に
付
随
す
る
本

　
艦
上
の
表
記
に
限
り
、
工
業
銀
行
、
動
産
銀
行
も
そ
れ
ぞ
れ
使
用
す
る
こ
と
と
す

　
る
。

③
金
子
の
日
露
戦
争
中
の
婿
米
情
宵
落
動
に
つ
い
て
は
、
松
村
正
義
門
日
露
戦
争

　
と
金
子
堅
太
郎
－
広
報
外
交
の
研
究
一
㎞
（
中
有
堂
、
一
九
八
○
年
）
。
ま
た
、

　
金
子
の
伝
記
的
研
究
と
し
て
は
、
藤
井
新
～
咽
帝
国
憲
法
と
金
子
伯
』
（
大
日
本

　
雄
弁
会
講
談
社
、
一
九
四
二
年
）
が
、
高
瀬
暢
彦
『
金
子
堅
太
郎
研
究
第
二

　
集
魅
第
六
　
経
済
政
策
論
（
日
本
大
学
精
神
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年
）
が
あ

　
り
、
高
瀬
氏
は
主
に
伝
記
編
纂
の
立
場
か
ら
、
金
子
の
日
清
戦
後
経
営
構
想
や
、

　
農
商
工
高
等
会
議
、
工
場
法
問
題
な
ど
を
分
析
し
て
い
る
が
、
金
子
の
経
済
政
策

　
に
つ
い
て
は
、
概
説
的
な
記
述
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

④
　
伊
藤
博
文
編
『
秘
書
類
纂
十
四
　
実
業
・
工
業
資
料
隔
（
原
書
房
、
　
九
七
〇

　
年
復
刻
）
一
八
六
～
二
二
八
頁
。

⑤
頴
原
善
徳
コ
九
世
紀
末
日
本
の
環
太
平
洋
構
想
一
金
子
堅
太
郎
に
お
け
る

　
論
理
と
展
開
1
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
　
～
五
八
号
、
一
九
九
八
年
目
。

⑥
石
井
寛
治
「
日
清
戦
後
経
営
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
1
6
隔
〔
岩
波
書
店
、

　
一
九
七
六
年
〕
所
収
）
。

⑦
神
山
恒
雄
『
明
治
経
済
政
策
史
の
研
究
㎞
第
三
章
、
第
四
章
（
塙
書
房
、
～
九

　
九
五
年
）
。
ま
た
、
室
山
義
正
氏
は
松
方
正
義
の
日
清
戦
後
経
営
下
に
お
け
る
経
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済
政
策
と
政
府
主
導
の
外
資
輸
入
へ
の
消
極
論
を
明
ら
か
に
し
た
（
室
山
『
近
代

　
日
本
の
軍
事
と
財
政
撫
第
二
編
、
第
二
章
〔
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
〕
）
。

⑧
小
野
二
郎
「
日
本
貿
易
政
策
の
源
流
一
金
子
堅
太
郎
の
政
策
構
想
1
」

　
（
日
本
貿
易
史
研
究
会
編
『
日
本
貿
易
の
史
的
展
開
㎞
第
一
章
〔
＝
笛
領
書
房
、
一

　
九
九
七
年
〕
所
収
）
。

⑨
掛
谷
宰
平
門
日
本
帝
国
主
義
形
成
過
程
に
お
け
る
日
本
興
業
銀
行
成
立
の
意

　
義
」
（
『
日
本
史
研
究
』
七
五
号
、
一
九
六
四
年
）
。

⑩
波
形
昭
一
「
日
本
興
業
銀
行
の
設
立
と
外
資
輸
入
扁
（
欄
金
融
経
済
輪
＝
七
暑
、

　
一
九
⊥
ハ
九
年
）
。

⑪
浅
井
良
夫
「
成
立
期
の
日
本
興
業
銀
行
一
銀
行
制
度
の
移
入
と
そ
の
機
能
転

　
化
に
関
す
る
～
考
察
一
」
（
糊
土
地
制
度
史
学
魅
六
八
号
、
一
九
七
五
年
）
。
同

　
「
日
清
戦
後
の
外
資
導
入
と
日
本
興
業
銀
行
」
（
『
社
会
経
済
史
学
』
五
〇
巻
六
号
、

　
～
九
八
五
年
）
。
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第
一
章
　
金
子
竪
太
郎
の
「
工
業
立
国
構
想
篇
と
経
済
政
策

　
明
治
二
十
七
年
一
月
三
十
一
日
、
金
子
は
第
二
次
伊
藤
博
文
内
閣
の
農
商
務
次
官
に
就
任
し
た
。
当
時
の
農
商
務
大
臣
は
旧
幕
臣
出
身
の
榎

本
武
揚
で
あ
り
、
金
子
は
伊
藤
の
在
任
中
は
絶
対
に
自
分
を
辞
任
さ
せ
な
い
な
ど
、
三
条
件
を
伊
藤
首
相
に
約
束
さ
せ
て
い
た
。
そ
し
て
、
榎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

本
も
「
自
分
ハ
将
来
専
ラ
内
閣
ノ
方
即
チ
国
務
大
臣
ト
シ
テ
ノ
政
務
二
力
ヲ
尽
ク
ス
カ
ラ
、
省
務
ノ
方
ハ
一
切
君
二
御
岳
カ
セ
ス
ル
カ
ラ
、
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ウ
カ
充
分
ヤ
ツ
テ
貰
ヒ
タ
イ
」
と
述
べ
て
、
国
務
に
専
念
す
る
考
え
を
示
し
て
お
り
、
農
商
務
省
の
省
務
を
金
子
に
全
面
的
に
委
嘱
し
て
い
た
。

一
方
、
農
商
務
省
の
人
事
で
は
、
榎
本
や
金
子
は
繭
農
商
務
大
臣
後
藤
象
二
郎
に
近
い
山
林
局
長
高
橋
仲
次
や
商
工
局
長
若
宮
正
音
ら
を
更
迭

し
、
明
治
二
十
八
年
十
月
に
は
榎
本
と
金
子
の
配
下
で
農
商
務
省
の
各
局
長
や
参
事
官
ら
の
要
職
の
多
く
を
固
め
て
い
た
（
表
－
）
。
商
工
局

長
の
安
藤
太
郎
や
鉱
山
局
長
の
山
内
徳
三
郎
、
製
鉄
所
長
官
に
就
任
し
た
山
内
管
厚
は
榎
本
直
系
の
人
物
で
あ
り
、
農
商
務
省
参
事
官
（
貴
族

院
書
記
官
兼
任
）
の
有
賀
長
文
は
金
子
の
前
職
で
あ
る
貴
族
院
書
記
官
長
時
代
に
貴
族
院
書
記
官
を
務
め
、
後
に
金
子
が
農
商
務
大
臣
に
就
任

し
た
際
に
、
工
務
局
長
に
昇
進
す
る
金
子
の
側
近
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
榎
本
、
金
子
を
中
心
と
す
る
「
榎
本
－
金
子
系
」
が
農
商
務
省
を
掌

握
し
、
こ
れ
を
背
景
に
金
子
は
独
自
の
国
家
構
想
や
経
済
政
策
を
打
ち
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
そ
の
重
要
な
第
一
弾
と
し
て
、
明
治
二
十
八
年
六
月
に
金
子
は
「
工
業
立
国
策
」
を
発
表
し
た
。
金
子
は
「
農
工
商
三
者
相
待
て
始
め
て
富

国
の
実
を
幽
く
る
を
得
べ
き
は
論
な
し
と
錐
と
も
、
然
れ
と
も
、
就
中
重
き
を
置
か
ざ
る
へ
か
ら
ざ
る
も
の
は
稔
れ
工
業
な
ら
ず
や
」
と
述
べ



目清戦争後における経済構想（中元）

　　　　　　　　　　　　　　表1 農商務省主要宮職一覧表

役職 前任者 後任者 後任者の着任一離任時期 後任者備考

農商務大臣 後藤象二郎 榎本武揚 27，1．22－30，3．29 旧幕臣

農商務次官 斉藤修一郎 金子堅太郎 27，ユ．31－30，4．10 福岡，前貴族院書記官長

農務局長 藤田四郎 藤田四郎 26，3，10～31，5，6 三重，後に農商務次官

山林局長 高橋仲次 高橋琢也 28，5．2－30，8．26 広島，技師出身

商工局長 若宮正音 安藤太郎 28，10．22－30，4．2 旧幕臣

鉱山局長 高橋仲次 山内徳三郎 27，7．ユ7－30，4．ユ0 東京，榎本派

製鉄所長官 × 山内堤雲（新設） 29，5．19－30，8．9 旧幕臣

農商務省参事官 × 有賀長文 ×（31，5，10工務局長） 貴族院書記官兼任

出典　秦郁彦著ぎ戦前期日本官僚制の制度・組織・人事毒（東京大学出版会、一一九八一年）、秦郁

　彦編ζ日本官僚制総合事典1868－2000」（東京大学出版会、二〇〇一年）。

注　「榎本一金子派」の人物は榎本武揚のように太字で示した。

　　後任者の着任・離任時期はいずれも明治及び、年月日を省略し、心得も省いた。

て
、
日
清
戦
争
後
の
日
本
は
工
業
を
国
家
方
針
と
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
た
。
そ
の

理
由
と
し
て
、
金
子
は
石
炭
や
鉄
な
ど
工
業
資
源
が
豊
富
で
あ
る
こ
と
、
日
本
人
は

手
先
が
器
用
で
、
眼
が
良
く
、
工
業
に
向
い
た
資
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
工
業
品

を
製
作
す
る
際
に
、
必
要
な
原
料
供
給
国
（
カ
ナ
ダ
、
米
国
、
イ
ン
ド
、
清
国
な
ど
）

が
周
辺
に
あ
り
、
工
業
品
の
輸
出
面
に
お
い
て
も
、
日
本
は
ロ
シ
ア
、
清
国
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
、
イ
ン
ド
、
北
米
西
海
岸
な
ど
に
輸
出
で
き
る
点
を
挙
げ
た
。
そ
し
て
、

金
子
は
こ
れ
ら
の
輸
出
相
手
先
が
「
未
だ
文
化
に
浴
す
る
こ
と
深
か
ら
ざ
る
」
ゆ
え

に
、
そ
の
嗜
好
も
「
欧
米
の
精
巧
品
に
あ
ら
ず
し
て
、
託
て
我
邦
の
製
造
品
に
あ
」

る
と
し
、
「
今
後
我
国
の
国
家
経
済
の
基
礎
は
工
業
に
在
り
」
と
強
調
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
ま
た
、
金
子
は
同
月
に
「
我
邦
に
於
け
る
工
業
の
発
達
を
論
ず
」
を
発
表
し
た
。

そ
の
中
で
、
金
子
は
英
国
工
業
の
発
展
例
を
挙
げ
、
英
国
と
同
じ
島
国
で
、
勤
勉
な

人
民
を
有
す
る
日
本
が
外
国
人
を
顧
問
と
し
、
徐
々
に
技
術
力
を
向
上
し
て
粗
製
品

か
ら
精
巧
晶
へ
と
シ
フ
ト
し
つ
つ
、
最
終
的
に
は
世
界
各
国
へ
輸
出
す
る
工
業
に
発

展
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
た
。
～
方
で
、
金
子
は
技
術
力
が
い
ま
だ
十
分
で
な

い
今
日
の
日
本
は
「
故
に
第
一
に
は
支
那
、
朝
鮮
、
印
度
等
東
洋
諸
国
に
適
す
る

　
マ
マ
　

者
を
製
造
し
、
第
二
に
は
進
て
南
洋
諸
国
に
適
す
る
者
を
選
ふ
へ
し
」
と
、
当
面
の

輸
出
先
と
し
て
清
国
な
ど
ア
ジ
ア
諸
国
を
重
視
す
る
姿
勢
を
鮮
明
に
し
た
。
こ
の
よ

う
に
、
金
子
は
イ
ギ
リ
ス
を
将
来
的
な
目
標
と
し
、
日
本
の
国
家
経
済
の
基
礎
を
工

業
と
す
る
「
工
業
立
国
構
想
」
を
発
表
し
た
。
金
子
は
そ
の
具
体
策
と
し
て
、
日
本
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が
清
国
な
ど
近
隣
諸
国
か
ら
原
料
を
輸
入
し
、
加
工
し
て
、
こ
れ
ら
の
工
業
品
を
清
国
な
ど
の
ア
ジ
ア
や
ロ
シ
ア
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
近

隣
諸
園
に
輸
出
す
る
政
策
を
立
案
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
金
子
の
「
工
業
立
国
構
想
」
は
、
日
本
の
工
業
化
と
と
も
に
、
原
料
の
輸
入
、
工
業
品
の
輸
出
を
条
件
と
す
る
こ
と
か
ら
、
貿
易
の
発

展
を
不
可
欠
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
金
子
は
明
治
二
十
七
年
十
一
月
の
「
座
商
主
義
と
行
商
主
義
と
を
論
じ
て
戦
後
経
済
計
画
に
及
ぶ
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

お
い
て
、
「
英
国
の
例
に
倣
ひ
、
以
て
行
商
の
方
針
を
取
る
」
と
し
て
、
英
国
に
な
ら
う
形
で
の
直
輸
出
貿
易
の
必
要
性
を
強
調
し
た
。

　
で
は
、
な
ぜ
金
子
は
直
輸
出
貿
易
の
必
要
性
を
唱
え
た
の
か
。
そ
れ
は
原
料
の
輸
入
・
工
業
品
の
輸
出
の
た
め
に
貿
易
が
必
要
で
あ
る
か
ら

だ
が
、
同
時
に
日
清
戦
後
に
起
こ
る
と
金
子
が
予
測
し
て
い
た
恐
慌
に
対
す
る
危
機
感
と
そ
れ
へ
の
対
応
が
あ
っ
た
。
金
子
は
明
治
二
十
八
年

四
月
、
「
両
三
日
以
来
は
七
十
年
李
仏
戦
争
後
に
於
け
る
両
国
之
経
済
、
殊
に
李
国
政
府
が
仏
国
之
償
金
分
配
之
儀
に
付
研
究
せ
し
事
件
等
、

専
ら
調
査
仕
居
候
問
」
と
、
伊
藤
首
相
に
知
ら
せ
た
よ
う
に
普
仏
戦
争
後
の
普
仏
両
国
の
経
済
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
賠
償
金
を
ド
イ
ツ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

い
か
に
配
分
し
た
か
に
つ
い
て
調
査
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
そ
の
上
で
、
金
子
は
「
日
清
戦
争
と
我
実
業
者
」
を
発
表
し
た
。
金
子
は
奏
上
戦
争
後
の
ド
イ
ツ
、
南
北
戦
争
後
の
米
国
（
北
部
）
が
相
次

ぐ
起
業
と
そ
れ
に
伴
う
資
本
の
過
度
な
供
給
に
よ
っ
て
、
資
本
の
欠
乏
や
物
価
下
落
の
反
動
を
招
き
、
深
刻
な
恐
慌
が
発
生
し
た
事
例
を
挙
げ

た
上
で
、
対
策
と
し
て
過
度
な
起
業
を
戒
め
つ
つ
、
直
輸
出
貿
易
の
必
要
性
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
過
度
な
起
業
に
よ
る

無
秩
序
な
経
済
膨
張
を
抑
制
し
、
個
々
ば
ら
ば
ら
な
多
く
の
産
業
を
　
毒
し
た
生
産
体
系
の
元
に
組
み
込
む
形
で
秩
序
的
経
済
の
建
設
を
目
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

し
た
金
子
の
意
図
が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
そ
し
て
、
金
子
は
「
地
方
長
官
、
商
法
会
議
所
会
頭
、
府
下
大
新
聞
社
」
や
上
衆
両
院
議
員
の
内
、
実
業
熱
心
の
者
に
シ
ョ
ー
ト
ベ
ー
ル
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

「
仏
国
償
金
論
」
、
バ
ン
ベ
ル
ゲ
ル
著
「
五
十
億
法
償
金
論
」
な
ど
の
普
仏
戦
争
後
の
経
済
を
記
し
た
書
物
を
送
付
し
た
。
し
か
し
、
当
時
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

大
蔵
省
・
日
銀
は
積
極
基
調
・
積
極
財
政
の
方
針
を
採
用
し
て
お
り
、
財
政
規
模
の
拡
大
、
積
極
的
な
金
融
政
策
を
採
用
し
て
い
た
。
そ
の
た

め
に
、
日
清
戦
後
経
営
の
下
、
新
規
事
業
の
拡
張
や
金
融
緩
和
を
主
張
す
る
大
蔵
省
・
日
銀
な
ど
は
農
商
務
省
に
反
発
し
、
過
度
な
起
業
を
戒
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日清戦争後における経済構想（中元）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

め
、
秩
序
的
経
済
の
建
設
を
目
指
す
金
子
の
方
針
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
金
子
は
恐
慌
を
防
ぐ
観
点
か
ら
も
直
輸
出
貿
易
の
必
要
性
を
主
張
し
た
が
、
そ
れ
を
脳
髄
体
的
に
論
じ
た
の
が
、
明
治
二
十
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

年
十
一
月
に
発
表
さ
れ
た
「
戦
後
経
済
の
方
針
及
…
機
関
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
金
子
は
「
徒
に
独
逸
の
覆
轍
に
陥
ら
ず
、
真
正
な
る
外
国

貿
易
の
軌
轍
を
並
列
し
て
其
轍
に
依
ら
し
め
、
其
轍
に
走
ら
し
め
、
以
て
将
来
に
於
け
る
戦
勝
後
の
経
済
を
確
固
な
ら
し
む
る
は
実
業
国
の
任

務
な
り
」
と
述
べ
て
、
ド
イ
ツ
の
恐
慌
を
例
に
挙
げ
て
、
日
本
経
済
に
再
度
警
告
し
た
上
で
、
外
国
貿
易
に
よ
り
、
戦
勝
後
の
日
本
経
済
を
確

固
た
る
も
の
と
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
金
子
は
日
清
戦
争
後
に
お
い
て
実
施
す
べ
き
総
合
的
な
貿
易
政
策
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
項
目
を
列
挙
し
た
。
そ
れ
は
、
国
外

で
は
、
航
路
拡
張
、
内
外
に
お
け
る
船
舶
お
よ
び
貨
物
へ
の
保
険
加
入
、
海
外
に
お
け
る
金
融
実
施
、
海
外
支
店
設
立
お
よ
び
組
合
営
業
実
施
、

海
外
実
業
練
習
生
派
遣
、
海
外
視
察
実
施
で
あ
り
、
国
内
で
は
、
同
業
組
合
、
殖
産
興
業
銀
行
、
貿
易
品
陳
列
所
（
後
の
貿
易
品
陳
列
館
）
、
工

業
学
校
、
商
業
学
校
の
設
立
や
商
業
会
議
所
と
の
連
携
、
輸
出
品
商
況
報
告
の
実
施
で
あ
る
。

　
こ
の
貿
易
政
策
の
第
一
の
特
徴
は
、
現
地
の
ニ
ー
ズ
な
ど
情
報
を
重
視
す
る
「
現
地
主
義
」
に
あ
る
。
す
で
に
、
明
治
二
十
七
年
十
一
月
の

時
点
で
金
子
は
絹
織
物
の
輸
出
に
関
し
て
、
輸
出
先
の
需
要
、
需
要
す
る
階
級
、
季
節
、
土
地
、
流
行
の
情
報
を
知
っ
た
上
で
、
こ
れ
に
適
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

た
均
一
の
製
品
を
直
輸
出
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
技
術
伝
習
の
意
味
も
含
め
て
海
外
視
察
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
金
子
は
「
戦
後
経
済
の
方
針
及
機
関
」
で
も
海
外
実
業
練
習
生
の
派
遣
や
海
外
視
察
、
輸
出
品
の
商
況
報
告
、
貿
易
品
陳
列
所
設
立
の
必

要
性
を
再
び
強
調
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
第
二
の
特
徴
は
海
外
貿
易
を
制
度
面
か
ら
支
援
す
る
こ
と
に
あ
り
、
航
路
拡
張
、
船
舶
お
よ
び
貨
物
の
保
険
加
入
や
海
外
に
お
け
る
金
融
実

施
、
外
国
人
と
日
本
人
が
共
同
し
て
商
品
を
販
売
す
る
組
合
営
業
の
励
行
も
海
外
へ
の
直
輸
出
貿
易
に
は
欠
か
せ
な
い
と
金
子
は
述
べ
て
い
る
。

第
三
の
特
徴
は
日
本
製
品
の
均
一
化
と
品
質
向
上
で
あ
り
、
金
子
は
粗
製
濫
造
を
防
ぐ
た
め
に
同
業
組
合
の
設
置
や
、
技
術
進
歩
を
目
指
す
工

業
学
校
、
商
業
学
校
の
設
立
を
主
張
し
た
。
ま
た
、
金
子
は
政
府
と
商
業
会
議
所
間
の
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
で
、
商
業
会
議
所
を
「
本
分
た
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る
貿
易
機
関
」
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
金
子
が
「
戦
後
経
済
の
方
針
及
機
関
」
で
立
案
し
た
日
清
戦
後
の
総
合
的
な
直
輸
出
貿
易
政
策
は
、
東
京
、
大
阪
商
業
会
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

所
な
ど
の
意
向
も
踏
ま
え
る
形
で
、
「
農
商
務
省
予
算
臨
時
部
歳
出
外
国
貿
易
拡
張
費
」
（
年
額
六
万
円
）
の
形
で
第
九
議
会
で
予
算
化
さ
れ
た
。

そ
の
内
容
は
、
一
、
農
商
工
高
等
会
議
、
二
、
海
外
商
況
視
察
、
三
、
海
外
実
業
練
習
、
四
、
商
晶
見
本
の
海
外
発
送
、
五
、
商
品
試
験
製
造
、

六
、
海
外
商
況
報
告
の
発
行
な
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
第
九
議
会
で
は
航
海
奨
励
法
案
（
修
正
可
決
・
成
立
）
や
重
要
輸
出
品
同
業
組
合
法
案

（
貴
族
院
審
議
未
了
の
た
め
第
十
議
会
で
成
立
）
も
提
出
さ
れ
、
貿
易
品
陳
列
館
も
予
算
化
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
農
商
工
高
等
会
議
や
航
海
奨
励

法
、
重
要
輸
出
品
同
業
組
合
法
な
ど
は
日
本
の
貿
易
を
発
展
さ
せ
る
上
で
重
要
な
制
度
と
な
っ
た
。
ま
た
、
海
外
実
業
練
習
生
欄
度
や
貿
易
品

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

陳
列
館
な
ど
は
「
領
事
報
告
」
と
と
も
に
日
本
の
通
商
情
報
網
発
展
に
寄
与
し
、
直
輸
出
貿
易
の
発
展
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

①
堀
口
修
編
『
臨
時
帝
室
編
修
局
史
料
「
明
治
天
皇
紀
」
談
話
記
録
集
成
臨
第
四

　
巻
（
ゆ
ま
に
書
膓
、
二
〇
〇
三
年
〈
以
下
、
魍
談
話
記
録
隔
と
略
称
〉
）
～
一
七
～

　
一
一
九
頁
。

②
金
子
「
工
業
立
国
策
」
（
前
掲
凹
経
済
政
策
』
三
章
、
明
治
二
十
八
年
六
月
）
。

　
金
子
の
経
済
政
策
論
は
演
説
（
「
日
本
興
業
銀
行
期
成
同
盟
会
副
会
長
金
子
堅
太

　
郎
君
演
説
　
米
国
経
済
事
情
と
日
本
興
業
銀
行
」
〔
第
四
章
注
⑲
〕
な
ど
）
お
よ

　
び
雑
誌
へ
の
寄
稿
（
「
戦
後
経
済
の
方
針
及
機
関
」
〔
第
一
章
注
⑪
〕
な
ど
）
に
よ

　
り
展
開
さ
れ
、
明
治
三
十
五
年
に
こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
形
で
州
経
済
政
策
臨
と
し

　
て
出
版
さ
れ
た
。

③
金
子
「
我
国
に
於
け
る
工
業
の
発
達
を
論
ず
」
（
噌
経
済
政
策
』
五
章
、
明
治
二

　
十
八
年
六
月
）
。

④
金
子
「
座
商
主
義
と
行
商
主
義
と
を
論
じ
て
戦
後
経
済
計
画
に
及
ぶ
」
（
『
経
済

　
政
策
』
二
十
三
章
、
明
治
二
十
七
年
十
｝
月
）
。

⑤
明
治
（
二
十
八
）
年
（
四
）
月
十
九
日
付
伊
藤
博
文
宛
金
子
堅
太
郎
書
簡
（
伊

　
藤
…
博
文
関
係
文
姫
戸
研
究
ム
脚
半
『
柵
下
膿
博
文
関
係
文
書
』
四
〔
愚
書
【
房
、
　
　
九
七
山
ハ

　
年
〕
、
山
ハ
～
～
⊥
ハ
ニ
頁
）
。

⑥
金
子
「
日
清
戦
争
と
我
実
業
者
扁
（
魍
経
済
政
策
㎞
三
十
二
章
、
明
治
二
十
八
年

　
五
月
）
。

⑦
前
掲
頴
原
論
文
、
一
八
九
一
一
九
〇
頁
。

⑧
明
治
（
二
十
八
）
年
（
八
）
月
八
日
目
榎
本
武
揚
宛
金
子
堅
太
郎
書
簡
（
国
立

　
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
門
榎
本
武
揚
文
書
」
四
六
、
「
名
家
書
翰
」
第
六

　
巻
）
。
榎
本
も
金
子
に
同
調
し
、
ド
イ
ツ
の
例
を
挙
げ
て
戦
後
恐
慌
へ
の
警
戒
を

　
呼
び
か
け
る
一
方
、
殖
産
興
業
の
拡
張
と
「
内
外
の
貿
易
を
隆
盛
」
さ
せ
る
よ
う

　
に
述
べ
た
（
唄
大
阪
朝
日
新
聞
』
明
治
二
十
八
年
六
月
十
三
、
十
四
日
号
雑
報

　
「
榎
本
農
商
務
大
臣
の
訓
示
」
）
。

⑨
神
山
前
掲
書
、
第
三
章
第
二
節
。

⑩
金
子
の
恐
慌
警
戒
論
は
益
田
孝
や
渋
沢
栄
～
ら
の
支
持
を
得
た
も
の
の
、
日
銀

　
総
裁
川
田
小
　
郎
や
大
蔵
省
が
金
子
の
恐
慌
警
戒
論
を
否
定
し
、
企
業
の
新
規
設

　
立
や
日
銀
の
貸
し
出
し
を
積
極
的
に
行
っ
た
と
金
子
は
回
想
し
て
い
る
（
欄
談
話

　
記
録
』
一
八
三
～
一
八
八
頁
）
。
ま
た
、
安
藤
太
郎
商
工
局
長
は
新
設
企
業
の
出
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願
の
際
に
慎
重
に
調
査
す
る
こ
と
で
、
会
社
の
粗
製
濫
造
を
防
ぐ
効
果
が
あ
る
と

　
指
摘
す
る
一
方
、
日
銀
が
金
融
の
抑
止
方
針
を
取
ら
な
い
と
不
満
を
述
べ
て
い
た

　
（
「
経
済
界
の
観
測
（
八
）
安
藤
商
工
局
長
の
談
」
（
『
太
陽
』
二
巻
十
八
号
、
明

　
治
二
十
九
年
十
月
五
日
）
。

⑪
　
金
子
「
戦
後
経
済
の
方
針
及
機
関
」
（
『
東
邦
協
会
会
報
』
十
六
号
、
明
治
二
十

　
八
年
十
一
月
）
。
な
お
、
後
に
「
外
国
貿
易
拡
張
方
法
」
と
し
て
前
掲
『
実
業
・

　
工
業
資
料
』
に
ほ
ぼ
同
内
容
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
貿
易
政
策
の
項
目
に

　
輸
出
品
商
況
報
告
が
追
加
さ
れ
た
。

⑫
金
子
「
絹
織
物
輸
出
に
就
て
（
上
）
（
下
）
」
（
『
経
済
政
策
』
六
章
、
七
章
、
明

　
治
二
十
七
年
十
一
月
）
。
後
に
、
「
絹
織
物
輸
出
二
関
ス
ル
意
見
」
と
し
て
、
前
掲

　
噌
実
業
・
工
業
資
料
睡
に
掲
載
さ
れ
た
。

⑬
通
商
産
業
省
編
『
商
工
政
策
史
隔
第
五
巻
貿
易
（
上
）
（
商
工
政
策
史
刊
行
会
、

　
一
九
六
五
年
）
、
二
九
一
～
二
九
五
頁
。

⑭
杉
原
薫
『
ア
ジ
ア
間
貿
易
の
形
成
と
構
造
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
轡
房
、
一
九
九
六

　
年
）
二
五
三
～
二
五
七
頁
。

日清戦争後における経済構想（中元）

第
二
燦
早
　
日
油
個
講
和
条
約
第
ぬ
ハ
条
第
四
項
延
齪
…
闘
凹
題

　
明
治
二
十
八
年
九
月
ニ
ナ
日
、
金
子
が
輸
出
先
と
し
て
重
視
し
た
清
国
に
対
す
る
政
策
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
れ
が
、
農
商
務
省
商
工
局
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

各
商
業
会
議
所
に
発
せ
ら
れ
た
清
国
視
察
の
照
会
で
あ
っ
た
。

　
　
　
日
清
両
国
問
に
於
け
る
下
ノ
関
条
約
に
於
て
清
国
は
本
邦
臣
民
の
黒
め
、
沙
市
外
三
地
の
平
温
を
開
き
、
汽
船
の
航
路
を
拡
張
し
、
内
地
貿
易
及
各
開
市

　
　
　
場
開
港
場
に
於
て
各
種
の
製
造
業
に
従
事
し
、
又
は
各
種
器
械
を
輸
入
す
る
等
の
こ
と
を
許
し
、
清
国
通
商
上
に
…
新
面
目
を
開
き
た
る
に
、
付
て
は
此

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
　
際
速
か
に
実
際
の
情
況
を
越
度
し
、
其
占
得
し
た
る
権
利
を
利
用
し
て
大
に
商
工
業
の
伸
張
を
企
図
す
る
は
最
と
も
緊
要
の
儀
た
る
に
依
り
、
今
回
当
省

　
　
　
よ
り
該
国
へ
視
察
員
を
派
遣
す
へ
き
都
合
に
有
之
（
中
略
）
捨
て
は
、
貴
会
議
所
に
全
て
も
若
し
委
員
を
派
遣
し
、
調
査
せ
し
め
ら
れ
恩
義
に
も
候
は
は
、

　
　
　
此
際
同
行
せ
し
め
ら
れ
候
方
、
便
宜
少
な
か
ら
さ
る
へ
く
と
被
存
候
に
付
、
為
念
及
御
通
芸
評
（
後
略
）
。

　
右
の
照
会
か
ら
農
商
務
省
の
目
的
は
日
清
講
和
条
約
に
伴
う
諸
権
利
を
利
用
し
、
清
国
へ
の
商
工
業
の
伸
張
を
企
図
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
②

が
分
か
る
。
ま
た
、
照
会
は
商
業
会
議
所
に
視
察
団
へ
の
同
道
を
促
し
て
お
り
、
農
商
務
省
が
視
察
団
派
遣
を
通
じ
て
実
業
家
に
清
国
貿
易
を

奨
励
す
る
意
図
が
伺
わ
れ
る
。

　
こ
の
照
会
に
登
場
す
る
「
占
得
し
た
る
権
利
」
と
は
下
関
条
約
（
日
清
講
和
条
約
）
第
六
条
の
こ
と
で
あ
り
、
第
六
条
で
は
日
本
が
欧
米
諸
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国
並
み
の
最
恵
国
条
項
を
得
る
と
と
も
に
、
清
国
内
の
沙
羅
、
重
慶
、
蘇
州
、
杭
州
の
開
港
や
長
江
流
域
の
日
本
側
の
通
行
権
（
漢
ロ
ー
重
慶

間
）
、
清
国
内
の
開
市
場
、
開
港
場
に
お
け
る
各
種
製
造
業
の
営
業
権
や
清
国
内
で
の
製
造
品
に
対
す
る
課
税
免
除
を
獲
得
す
る
も
の
で
あ
っ

③た
。
し
か
し
、
こ
の
第
六
条
の
内
、
第
四
項
で
は
清
国
内
地
で
の
各
種
製
造
業
の
営
業
権
を
日
本
に
認
め
て
い
た
が
、
こ
れ
は
日
本
だ
け
で
な

く
、
最
恵
国
待
遇
条
項
に
よ
り
欧
米
各
国
も
同
様
の
権
利
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
つ
ま
り
、
欧
米
各
国
も
清
国
内
で
各
種
製
造
業
を
経
営
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
第
六
条
第
四
項
は
第
四
圓
商
業
会
議
所
連
合
会
の
大
き
な
争
点
の
一
つ
と
な
っ
た
。

　
第
四
回
商
業
会
議
所
連
合
会
は
明
治
二
十
八
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
二
十
九
日
ま
で
の
五
日
間
の
日
程
で
名
古
屋
で
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
参

加
者
は
、
東
京
商
業
会
議
所
会
頭
渋
沢
栄
一
を
は
じ
め
、
土
居
通
夫
（
大
阪
）
、
奥
田
正
香
（
名
古
屋
）
、
水
論
勇
太
郎
（
金
沢
）
、
岡
田
元
太
郎

（
神
戸
）
ら
四
十
五
名
の
商
業
会
議
所
議
員
ら
で
あ
り
、
金
子
も
九
月
二
十
七
日
夜
に
名
古
屋
に
到
着
、
二
十
八
日
の
連
合
会
主
催
の
宴
会
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

よ
び
二
十
九
日
の
連
合
会
に
臨
席
し
た
。
こ
の
連
合
会
で
討
議
さ
れ
た
項
目
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
本
稿
と
関
連
し
て
重
要
な
の
は
日
清
講
和

条
約
第
六
条
第
四
項
延
期
問
題
と
海
外
視
察
問
題
で
あ
り
、
ま
ず
、
前
者
を
検
討
し
た
い
。

　
第
六
条
第
四
項
の
実
施
を
延
期
す
べ
き
と
提
起
し
た
の
は
、
予
備
陸
軍
大
尉
で
明
治
二
十
三
年
に
日
清
貿
易
研
究
所
を
設
立
し
た
荒
尾
精
で

　
　
⑤

あ
っ
た
。
荒
尾
は
第
六
条
第
四
項
に
つ
い
て
、
「
支
那
二
於
ケ
ル
我
工
業
輸
出
品
ノ
望
ヲ
将
来
二
断
ツ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
欧
米
人
ハ
是
ヨ
リ
大
陸

ノ
沿
岸
二
黒
シ
テ
、
低
廉
ナ
ル
原
料
ト
工
銀
ト
ニ
由
リ
巧
妙
ナ
ル
製
作
ヲ
起
ス
コ
ト
ヲ
得
」
る
と
述
べ
て
、
欧
米
列
強
が
内
地
製
造
業
の
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
よ
っ
て
日
本
の
対
清
輸
出
の
希
望
を
断
ち
、
清
国
内
に
工
場
を
設
立
す
る
と
強
調
し
た
。

　
ま
た
、
荒
尾
は
欧
米
列
強
の
清
国
内
工
場
に
よ
り
「
他
ヨ
此
等
ノ
製
品
力
陸
続
我
二
輸
入
シ
テ
内
地
ノ
新
工
業
ト
競
争
ス
ル
ノ
不
幸
ヲ
見
ル

ニ
至
ル
モ
、
亦
理
事
ノ
免
レ
サ
ル
所
ナ
リ
」
と
し
て
、
日
本
の
「
新
工
業
」
と
欧
米
列
強
の
工
業
が
競
争
す
る
こ
と
も
恐
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
危
機
感
が
あ
っ
た
た
め
に
荒
尾
は
条
約
を
一
時
延
期
す
る
こ
と
で
、
時
間
を
稼
ぎ
、
日
本
側
の
体
制
を
整
え
て
清
国
内
の
欧
米
列
強
の
工

場
と
そ
の
生
産
品
に
立
ち
向
か
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
荒
尾
は
九
月
頃
よ
り
日
清
講
和
条
約
第
六
条
第
四
項
の
延
期
を
求
め
て
、

関
西
の
実
業
家
を
説
得
し
始
め
た
。
荒
尾
は
九
月
十
八
日
の
京
都
商
業
会
議
所
役
員
会
に
臨
席
し
、
「
馬
関
条
約
第
六
譜
第
落
款
ノ
結
果
及
其
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日清戦争後における経済構想（中元）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

将
来
ノ
覚
悟
二
付
役
員
諸
氏
ト
談
話
種
々
協
議
」
す
る
一
方
、
神
戸
商
業
会
議
所
に
「
下
ノ
関
に
於
て
締
結
せ
し
日
清
購
和
条
約
の
一
部
延
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
意
見
書
を
送
付
し
、
同
意
を
求
め
越
し
」
て
い
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
神
戸
商
業
会
議
所
会
頭
山
本
亀
太
郎
は
荒
尾
の
意
見
に
同
調
し
、
連
合
会
で
意
見
書
を
提
出
し
、
同
意
を
得
よ
う
と
し
た

（
実
際
に
は
副
会
頭
岡
田
元
太
郎
が
参
加
し
、
延
期
論
を
主
張
）
。
山
本
は
意
見
書
で
清
国
内
の
外
国
人
が
す
で
に
様
々
な
工
場
設
立
に
着
手
し
て
い

る
が
、
日
本
人
は
何
の
計
画
も
立
て
て
お
ら
ず
、
こ
の
ま
ま
で
は
外
国
人
に
権
益
を
独
占
さ
れ
る
と
し
て
、
「
諸
条
約
中
通
商
に
関
す
る
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
実
施
期
限
を
延
期
せ
ら
れ
ん
事
を
政
府
に
建
議
す
べ
し
」
と
主
張
し
た
。

　
一
方
、
荒
尾
は
露
悪
工
業
に
つ
い
て
「
昨
今
は
追
々
賛
成
者
も
相
生
来
候
に
付
、
本
月
名
古
屋
に
開
く
、
全
国
商
業
会
議
所
連
合
会
に
打
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

し
、
邦
家
将
来
の
為
、
極
力
運
動
仕
候
存
念
に
御
座
候
」
と
述
べ
、
連
合
会
で
も
自
説
を
訴
え
る
た
め
に
名
古
屋
に
現
れ
た
。
荒
尾
は
九
月
二

十
八
日
に
開
催
さ
れ
た
連
合
会
主
催
の
宴
会
で
京
都
商
業
会
議
所
摺
貝
浜
岡
光
哲
の
紹
介
に
よ
っ
て
出
席
し
、
＝
々
来
会
者
に
就
て
名
刺
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

交
換
し
、
馬
関
条
約
第
六
条
延
期
の
意
見
を
述
べ
て
、
賛
成
を
求
め
」
た
。
こ
の
荒
尾
の
演
説
は
功
を
奏
し
、
九
月
二
十
九
日
に
荒
尾
の
提
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

は
岡
田
元
太
郎
に
よ
り
発
議
さ
れ
、
協
議
会
で
議
論
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
荒
尾
の
第
六
条
第
四
項
延
期
論
を
強
く
批
判
し
た
の
が
、
農
商
務
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

官
金
子
堅
太
郎
で
あ
っ
た
。
金
子
は
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
、
榎
本
に
以
下
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

　
　
馬
関
条
約
第
六
条
を
延
期
す
る
密
議
ハ
昨
夜
秋
藤
野
之
懇
親
会
二
於
テ
荒
尾
精
よ
り
来
会
尊
宿
陳
述
し
、
同
意
を
蓄
蔵
候
へ
と
も
、
数
名
を
除
ク
ノ
外
ハ

　
　
不
同
意
を
表
し
候
。
今
度
之
連
合
会
之
議
場
二
野
、
提
出
せ
さ
る
事
面
内
決
し
候
。
一
同
安
心
致
唐
愚
婦
、
豊
料
ラ
ン
ヤ
、
今
日
午
後
之
会
議
二
於
テ
石

　
　
川
県
之
水
蝕
氏
井
二
神
戸
之
岡
田
氏
よ
り
、
突
然
発
言
し
て
議
員
之
協
議
酌
取
懸
り
候
へ
と
も
、
是
亦
今
日
極
出
閑
事
を
議
す
る
之
場
合
二
而
ハ
無
之
と

　
　
排
撃
致
候
二
付
、
本
議
場
ニ
ハ
成
立
不
申
候
。

　
こ
の
史
料
か
ら
は
、
荒
尾
が
二
十
八
日
の
宴
会
で
実
業
家
に
対
し
、
第
六
条
第
四
項
延
期
論
を
唱
え
た
が
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、

し
か
し
、
荒
尾
の
意
見
は
連
合
会
の
議
場
に
不
提
出
と
決
定
さ
れ
な
が
ら
、
翌
二
十
九
日
に
岡
田
、
水
野
の
両
人
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
こ
と
が

分
か
る
。
つ
ま
り
、
荒
尾
の
第
六
条
第
四
項
延
期
論
に
は
岡
田
や
水
登
の
よ
う
な
賛
成
派
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
金
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子
は
第
六
条
第
四
項
延
期
論
に
強
く
反
発
し
、
「
排
撃
」
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
そ
し
て
、
荒
尾
の
提
案
は
「
是
亦
各
会
議
所
に
於
て
随
意
討
議
す
る
こ
と
と
な
れ
り
」
と
し
て
曖
昧
な
形
で
斥
け
ら
れ
、
連
合
会
で
は
決
議

せ
ず
、
各
会
議
所
で
随
意
協
議
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
議
事
散
会
後
に
第
六
条
第
四
項
延
期
論
を
斥
け
ら
れ
た
岡
田
、
水
登
が
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

子
の
旅
宿
を
訪
ね
、
金
子
に
「
馬
肉
条
約
延
期
之
議
」
に
つ
き
尋
問
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
金
子
は
以
下
の
よ
う
に
答
え
た
。

　
　
然
ル
ニ
、
只
今
（
議
事
散
会
後
）
右
両
人
小
生
之
旅
宿
雲
華
リ
、
彼
馬
関
条
約
延
期
之
義
二
付
、
小
生
之
意
見
を
尋
問
致
候
二
付
、
日
本
現
時
之
形
勢
殊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
二
宇
内
之
貿
易
場
二
於
ケ
ル
日
本
之
位
地
よ
り
し
て
、
如
此
退
縮
之
意
見
を
有
す
る
ハ
、
遺
憾
之
至
二
而
、
将
来
大
二
殖
産
興
業
を
振
起
し
、
万
国
之
基

　
　
本
を
確
立
せ
し
む
る
任
務
を
有
す
る
実
業
者
之
雷
フ
ヘ
キ
時
期
ニ
ア
ラ
サ
ル
也
と
懇
々
説
示
し
両
人
と
も
心
服
と
ハ
参
り
不
江
津
へ
と
も
、
先
ツ
承
服
致

　
　
候
様
見
受
申
候
（
後
略
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
金
子
は
岡
田
、
先
登
に
対
し
、
第
六
融
業
四
項
延
期
論
を
否
定
し
た
。
金
子
は
日
本
が
「
工
業
立
国
」
の
下
、
世
界
、
特
に

ア
ジ
ア
諸
国
を
相
手
に
工
業
品
を
輸
出
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
（
第
一
章
参
照
）
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
金
子
は
荒
尾
ら
の
よ
う
に
第
六
条
第
四
項

目
延
期
し
て
、
そ
の
間
に
欧
米
列
強
の
清
国
内
地
製
造
業
に
対
抗
す
る
体
制
を
整
え
る
と
い
う
「
退
縮
之
意
見
」
を
否
定
し
、
積
極
的
に
第
六

条
で
得
た
諸
権
益
を
利
用
し
て
「
工
業
立
国
」
化
を
促
進
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
一
方
、
海
外
視
察
問
題
で
は
、
名
古
屋
商
業
会
議
所
が
「
海
外
二
商
業
視
察
員
ヲ
派
遣
ス
ル
ノ
件
（
第
八
号
議
案
）
」
を
、
広
島
商
業
会
議
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

が
「
全
国
各
商
業
会
議
所
ノ
連
合
ヲ
以
テ
清
韓
視
察
委
員
ヲ
派
遣
ス
ル
事
（
第
十
一
号
議
案
）
」
を
提
出
し
た
。
名
古
屋
商
業
会
議
所
案
の
内
容

は
通
商
貿
易
上
有
望
な
「
朝
鮮
支
那
印
度
及
豪
州
」
に
、
適
当
な
視
察
員
若
干
名
を
各
会
議
所
に
費
用
を
割
り
当
て
て
派
遣
し
、
清
国
の
商
工

業
を
精
査
す
る
こ
と
を
望
む
も
の
で
あ
っ
た
。
九
月
二
十
五
日
、
名
古
屋
商
業
会
議
所
提
出
案
と
、
広
島
商
業
会
議
所
案
は
同
内
容
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

と
で
、
両
案
は
併
せ
て
審
議
さ
れ
た
。
こ
の
名
古
屋
商
業
会
議
所
案
に
つ
い
て
は
、
川
喜
田
四
郎
兵
衛
（
津
）
が
、
提
案
者
鈴
木
善
六
（
名
古

屋
）
に
農
商
務
省
の
視
察
員
派
遣
と
別
個
に
行
う
の
か
と
質
問
し
た
が
、
鈴
木
は
農
商
務
省
の
通
牒
は
本
議
案
脱
稿
後
の
こ
と
で
あ
り
、
連
合

会
で
実
行
し
た
い
と
答
え
た
よ
う
に
、
農
商
務
省
の
通
牒
と
別
個
の
案
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
三
浦
碧
水
（
豊
橋
）
は
東
京
な
ど
の

86　（540）



日清戦争後における経済構想（中元）

大
会
議
所
で
視
察
員
を
出
す
べ
き
で
、
連
合
会
で
行
う
こ
と
は
な
い
と
反
論
し
、
水
登
勇
太
郎
も
こ
れ
に
同
調
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
鈴
木

は
連
合
会
で
派
遣
し
た
方
が
適
当
な
人
材
を
得
ら
れ
る
と
答
弁
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
連
合
会
で
は
視
察
団
を
連
合
会
と
し
て
派
遣
す
る
の
か
、

各
商
業
会
議
所
が
個
別
に
派
遣
す
る
の
か
を
め
ぐ
る
意
見
の
相
違
が
あ
り
、
結
局
、
協
議
会
で
審
議
の
上
、
「
各
会
議
所
二
持
帰
リ
、
相
当
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

手
続
ヲ
尽
ス
ベ
キ
モ
ノ
」
と
決
定
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
連
合
会
単
位
で
の
視
察
団
派
遣
は
見
送
ら
れ
、
各
会
議
所
の
裁
量
で
派
遣
手
続
き
を

行
う
こ
と
と
な
っ
た
結
果
、
視
察
団
派
遣
に
軌
壁
心
な
商
業
会
議
所
は
農
商
務
省
の
視
察
団
に
随
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
視

察
団
は
ど
の
よ
う
な
経
路
で
何
を
視
察
し
た
の
か
。
次
章
で
は
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
、
金
子
の
「
清
国
市
場
進
出
論
」
と
の
関
係
を
明
ら

か
に
し
て
い
き
た
い
。

　
①
『
神
戸
商
業
会
議
所
雑
誌
』
三
～
号
〔
明
治
二
十
八
年
十
月
三
十
～
日
〕
一
五
　

第
六
亭
主
四
項
を
め
ぐ
る
対
応
に
つ
い
て
、
覆
新
興
が
「
対
外
理
念
と
そ
の
実
践

　
　
一
　
六
頁
（
山
口
和
雄
編
集
『
本
邦
商
業
会
議
所
資
料
　
西
日
本
編
』
〔
神
戸
一
、
　
　
　
　
の
祖
型
－
荒
尾
精
の
中
国
観
1
」
（
『
東
亜
同
文
会
と
中
国
一
近
代
屡
本
に

　
　
一
三
九
〕
所
収
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
け
る
対
外
理
念
と
そ
の
実
践
1
』
第
二
章
〔
慶
鷹
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇

　
②
日
清
講
和
条
約
の
締
結
直
後
、
金
子
は
直
ち
に
清
国
内
の
日
本
の
「
新
領
地
将
　
　
○
　
年
〕
五
五
～
五
七
頁
）
で
若
干
言
及
し
て
い
る
が
、
第
四
團
商
業
会
議
所
連

　
　
来
の
農
商
業
拡
張
の
方
法
に
付
き
専
ら
取
調
」
を
開
始
し
て
お
り
、
清
国
市
場
へ
　
　
　
　
　
合
会
で
の
荒
尾
の
活
動
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
て
い
な
い
。

　
　
の
関
心
は
強
か
っ
た
（
『
万
朝
報
睡
明
治
二
十
八
年
四
月
二
十
四
日
号
雑
報
「
金
　
⑦
門
京
都
商
業
会
議
所
月
報
㎞
四
八
号
〔
明
治
二
十
八
年
十
月
二
十
五
日
〕
、
一

　
　
子
次
官
の
調
査
扁
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頁
（
『
本
邦
商
業
会
議
所
資
料
　
西
日
本
編
』
〔
京
都
二
、
一
〇
七
〕
所
収
）
。

③
堀
口
修
門
下
関
講
和
談
判
に
お
け
る
話
本
の
通
商
要
求
に
つ
い
て
1
特
に
原

　
敬
通
商
局
長
の
意
見
書
を
中
心
と
し
て
一
」
（
『
中
央
史
学
』
二
号
、
～
九
七
九

　
年
）
、
同
「
日
清
講
和
条
約
案
の
起
草
過
程
に
つ
い
て
」
一
、
二
（
『
政
治
経
済
史

　
学
臨
　
瓢
二
〇
、
二
三
一
号
、
一
九
八
五
年
）
。

④
『
第
四
國
商
業
会
議
所
連
合
会
報
告
暁
（
前
掲
『
本
邦
商
業
会
議
所
資
料
馳
一

　
所
収
）
、
一
二
頁
。

⑤
荒
尾
と
B
清
貿
易
研
究
所
の
設
立
に
つ
い
て
は
、
井
上
雅
二
隅
巨
人
荒
尾
糖
瞼

　
（
東
亜
同
文
会
、
～
九
一
二
六
年
）
二
四
～
一
二
五
頁
参
照
。

⑥
荒
尾
噸
対
語
通
商
意
見
第
轟
（
靖
亜
神
社
先
覚
志
士
資
料
出
版
会
復
刻
、

　
一
九
八
九
年
）
十
五
頁
。
な
お
、
日
清
戦
争
後
に
お
け
る
荒
尾
の
日
清
講
和
条
約

⑧
前
掲
門
神
戸
商
業
会
議
所
雑
誌
隔
三
三
号
〔
明
治
二
十
八
年
十
二
月
二
十
八

　
日
〕
、
八
頁
。

⑨
噌
万
嘱
目
臨
明
治
二
十
八
年
九
月
十
七
日
号
雑
報
「
商
業
会
議
所
の
馬
鹿
建

　
議
」
。

⑩
明
治
二
十
八
年
九
月
二
十
日
付
菅
井
誠
美
宛
荒
尾
精
書
簡
（
前
掲
井
上
書
、
六

　
九
～
七
〇
頁
）
。

⑪
　
　
糊
大
阪
朝
日
新
聞
暁
明
治
二
十
八
年
十
月
　
日
興
雑
報
「
全
国
商
業
会
議
所
連

　
合
会
（
三
、
四
日
目
と
。

⑫
『
第
四
圓
商
業
会
議
所
連
合
会
議
事
概
録
』
（
前
掲
『
本
邦
商
業
会
議
所
資

　
料
撫
一
所
収
）
七
三
頁
。
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⑬
明
治
（
二
十
八
）
年
（
九
）
月
二
十
九
日
付
榎
本
武
揚
宛
金
子
堅
太
郎
書
簡

　
（
「
榎
本
武
揚
文
書
」
二
一
二
、
「
名
士
書
翰
」
第
六
巻
）
。

⑭
『
大
阪
朝
日
新
聞
㎞
明
治
二
十
八
年
十
月
一
日
号
雑
報
「
全
国
商
業
会
議
所
連

　
合
会
（
三
、
四
日
目
と
、
お
よ
び
『
万
朝
報
』
明
治
二
十
八
年
十
月
三
日
号
雑
報

　
「
商
業
議
会
（
第
四
圓
）
」
。

＠＠＠＠＠
本
章
注
⑬
に
同
じ
。

前
掲
『
第
四
回
商
業
会
議
所
連
合
会
報
告
』
、
三
一
～
　
二
三
頁
。

同
右
、
三
四
～
三
五
頁
。

前
掲
門
第
四
回
商
業
会
議
所
連
合
会
議
事
概
録
㎞
、
二
二
～
二
四
頁
。

同
右
、
⊥
ハ
九
習
貝
。
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第
三
章
　
清
国
新
開
港
場
視
察
団
の
派
遣
と
「
清
国
市
場
進
出
論
」
の
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
清
圏
新
開
港
場
視
察
団
に
は
、
農
商
務
省
か
ら
参
事
官
有
賀
長
文
、
志
村
源
太
郎
、
商
工
課
長
江
口
駒
之
助
の
派
遣
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
の

う
ち
、
有
賀
は
前
述
の
よ
う
に
金
子
直
系
の
人
物
で
あ
り
、
有
賀
を
含
む
参
事
官
二
名
と
商
工
課
長
の
派
出
は
金
子
が
こ
の
視
察
団
を
重
視
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
有
賀
は
十
月
六
日
、
京
都
商
業
会
議
所
で
実
業
家
と
視
察
の
取
調
事
項
を
打
ち
合
わ
せ
、
十
月
七
日
に
は
大
阪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

商
業
会
議
所
で
実
業
家
の
希
望
す
る
事
柄
を
聞
き
取
っ
て
お
り
、
視
察
に
関
し
て
は
、
な
る
べ
く
実
業
家
の
意
向
を
汲
み
取
ろ
う
と
し
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
経
緯
も
あ
り
、
視
察
団
に
は
商
業
会
議
所
関
係
者
、
実
業
家
、
新
聞
記
者
、
代
議
士
ら
三
十
一
名
（
有
賀
ら
農
商
胎
蔵
七
三
名
含

む
）
が
参
加
し
た
（
表
2
）
。
現
時
点
で
は
、
史
料
上
の
制
約
か
ら
そ
の
全
員
の
氏
名
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
そ
の
特
徴
を
述

べ
た
い
。
ま
ず
、
商
業
会
議
所
関
係
者
で
は
、
京
都
、
大
阪
、
神
戸
、
堺
、
名
古
屋
、
熊
本
か
ら
の
参
加
者
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
実
業
家
は

三
井
物
産
を
始
め
、
貿
易
雑
貨
商
、
清
国
市
場
で
有
望
視
さ
れ
て
い
た
綿
糸
紡
績
業
や
燐
寸
製
造
業
、
水
産
業
な
ど
清
国
市
場
へ
の
輸
出
が
有

望
と
見
込
ま
れ
て
い
た
職
業
の
関
係
者
が
多
い
。

　
ま
た
、
視
察
団
に
参
加
し
た
商
業
会
議
所
の
所
在
す
る
実
業
家
の
参
加
も
目
立
つ
。
例
え
ば
、
実
業
家
の
参
加
地
域
を
検
討
す
る
と
、
京
都

三
、
大
阪
二
、
神
戸
二
、
愛
知
二
、
熊
本
、
岐
阜
、
愛
媛
、
香
川
、
三
井
物
産
が
各
一
で
あ
り
、
上
位
の
京
都
、
大
阪
、
神
戸
、
愛
知
（
名
古

屋
）
は
そ
れ
ぞ
れ
商
業
会
議
所
か
ら
の
派
遣
が
決
定
し
て
い
る
地
域
で
あ
る
（
能
…
本
も
一
名
派
遣
）
。
そ
の
背
景
に
は
、
商
業
会
議
所
側
の
積
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

的
な
姿
勢
が
あ
っ
た
。
神
戸
商
業
会
議
所
は
傘
下
の
各
商
業
組
合
に
視
察
団
へ
の
参
加
を
積
極
的
に
勧
誘
し
て
い
た
。
ま
た
、
京
都
商
業
会
議
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表2　清国新開港場視察団参加者一覧表

人名 派遣時の役職、肩書、職業 備考欄（出身県他）

有賀長文 農商務省参事官

志村源太郎 農商務省参事宮 幽

江口駒之助 農商務省商工課長 幽

中野忠八 京都商業会議所常議委員

田村武治 京都商業会議所書記長

五百井長平 大阪商業会議所会員

濱田健二郎 大阪商業会議所書記長

米光源之介 神戸商業会議所派遣委員

柴谷武次郎 堺商業会議所副会頭

光元武雄 堺商業会議所誉記

膚働格四郎 熊本商業会議所派遣委員

高柳豊三郎 名古屋商業会議所派遣委員 幽

稲垣貞次郎 貿易業 京都

不詳 絹糸紡績業 京都

神村源之助 染物業 京都

千草米太郎 洋反物商（大阪織物会社） 大阪

不詳 雑貨、薪炭、材木業 大阪

外海鐵次郎 貿易雑貨商 神戸

小林貞次郎 燐寸製造業 神戸

不詳 製糸業 岐阜

田口助二郎 清酒販売業、貿易商 愛知（名古屋）

田口百三 中島郡機業 愛知（名古屋）

不詳 製紙業 愛媛

不詳 水産業 香川

緒方二三 東肥合資会社社員 留熊本

河村曄 東京日々新聞記者 働

藤田軌達 大阪朝日新聞記者

高木利太 大阪毎日新聞記者 ＠

大岡育造 代議士、中央薪聞記者 山日

堀井卯之助 時事新報

藤瀬政次郎 三井物産会社社員 幽

出典：『大阪朝日新聞』明治二十八年十月八、十、十五B号、『都新聞」明治二十八年十月十九日

　　号、『東京日々新聞」明治二十八年十月十日、十一月九日号、『時事新轍明治二十八年十一
　　月七日号、高柳豊三郎蜜清国新開港場商業視察報告書」（名古屋商業会議所、明治二十九年）、

　　前掲『神戸商業会議所雑誌』三二号〔明治二十八年十一一月三十日〕、ヨ三頁。前掲『京都商業

　　会議所月報』四九号〔明治二十八年十一月二十五臼〕、十一頁。

注　幽は長江航路視察を経て、帰国した人物
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⑤

所
も
日
清
貿
易
調
査
会
を
設
置
し
、
中
野
忠
八
常
議
委
員
と
、
対
清
国
貿
易
に
熱
心
な
田
村
武
治
書
記
長
の
派
遣
を
決
定
し
た
。
こ
の
よ
う
な

商
業
会
議
所
の
積
極
的
な
姿
勢
が
そ
の
地
域
の
実
業
家
の
視
察
団
参
加
へ
と
つ
な
が
つ
た
考
え
ら
れ
る
。

　
明
治
二
十
八
年
十
月
九
日
、
有
賀
ら
農
商
務
官
僚
は
神
戸
港
を
出
港
し
た
。
遅
れ
て
、
十
月
十
九
日
、
神
戸
商
業
会
議
所
派
遣
の
視
察
員
ら

も
神
戸
港
を
出
港
し
、
二
十
四
日
に
上
海
で
当
地
を
見
学
中
で
あ
っ
た
有
賀
ら
と
合
流
し
た
。
そ
の
順
路
は
（
表
3
）
の
通
り
で
あ
り
、
上
海
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

無
錫
、
蘇
州
、
嘉
興
、
杭
州
を
訪
れ
た
。
そ
し
て
、
有
袈
は
貴
族
院
書
記
官
を
兼
任
し
て
い
る
こ
と
か
ら
議
会
開
会
前
に
帰
国
す
る
必
要
が
あ

⑦り
、
有
賀
や
京
阪
神
の
商
業
会
議
所
派
遣
調
査
員
ら
の
一
隊
は
沙
市
、
宜
昌
、
群
口
、
九
江
、
南
京
、
鎮
江
を
経
て
、
十
二
月
十
八
B
に
上
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

を
出
港
、
十
二
月
二
十
日
に
長
崎
へ
帰
着
し
た
。

　
　
方
、
志
村
参
事
官
、
江
ロ
商
工
課
長
、
名
古
屋
商
業
会
議
所
派
遣
委
員
高
柳
豊
三
郎
ら
の
一
隊
は
長
江
航
路
視
察
の
た
め
に
、
沙
市
、
宜

昌
を
経
由
し
て
、
重
慶
に
到
着
、
そ
の
後
、
再
び
宜
昌
、
沙
市
、
荊
州
、
温
州
、
南
京
を
経
て
、
上
海
か
ら
乗
船
し
、
明
治
二
十
九
年
二
月
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

五
日
に
長
崎
に
帰
着
し
た
。
志
村
、
江
口
両
名
は
二
月
二
十
二
日
、
農
商
務
省
で
榎
本
大
臣
に
視
察
の
状
況
を
復
命
し
た
後
、
先
に
帰
国
し
た

　
　
　
　
　
⑩

有
賀
と
協
議
し
、
『
清
国
出
張
復
命
書
』
を
起
草
し
た
。
噸
清
国
出
張
復
命
書
』
は
蘇
州
、
杭
州
、
沙
市
、
漢
ロ
、
宜
昌
、
重
慶
、
長
江
航
路
、

内
地
貿
易
、
製
造
工
業
の
各
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
、
さ
ら
に
新
開
港
場
の
各
都
市
に
つ
い
て
は
人
口
、
気
候
、
風
俗
、
重
要
産
物
な
ど
の
特
徴

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
各
都
市
の
叙
述
で
注
目
す
べ
き
が
重
要
物
産
や
日
本
か
ら
の
輸
入
が
見
込
め
る
貿
易
品
へ
の
言
及
で
あ
る
。
『
復

命
書
』
は
杭
州
の
項
で
、
杭
州
産
の
絹
織
物
の
優
秀
さ
を
指
摘
し
て
お
り
、
沙
市
の
項
で
は
近
隣
の
漢
口
に
お
け
る
日
本
か
ら
の
輸
入
品
に
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

れ
て
、
日
本
の
「
チ
ヂ
ラ
」
織
が
上
海
辺
り
で
流
行
し
、
「
本
品
ノ
清
国
二
於
ル
前
途
頗
ル
多
望
ナ
ル
ノ
情
勢
ア
リ
」
と
指
摘
し
た
。
特
に
、

綿
糸
、
綿
布
、
絹
織
物
な
ど
の
記
述
が
多
く
、
こ
れ
は
日
本
製
品
の
清
国
市
場
へ
の
輸
出
を
奨
励
す
る
意
図
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　
ま
た
、
『
復
命
書
』
は
「
長
江
航
路
」
の
項
で
、
長
江
航
路
の
う
ち
、
上
海
～
鯉
口
、
漢
口
～
宜
昌
ル
ー
ト
は
貴
国
系
の
招
商
局
、
西
洋
系

の
太
古
洋
行
、
直
和
洋
行
な
ど
が
連
合
し
て
い
る
た
め
、
運
賃
が
割
高
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
そ
の
上
で
、
『
復
命
書
』
は
日
本
側
が
汽
船
を
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日清戦争後における経済構想（中元）

表3　清国新開港場視察団日程表

年月日（明治） 南京経由隊（有賀、京阪神視察委員ら） 年月日 長江経由隊（志村ら）

二八年十月九日 長門丸で先発の農商務官僚ら上海へ出発

十月十八日 後発組、神戸のダフネ号に乗り込み

十九日 未明に神戸港出港

二十四日 清国上海に到着、先発した膚賀等と合流

二十五日 蘇州へ出発

二十六日 蘇州に到着、無錫へ出発し、至繕（無錫滞在）

二十八日 蘇州に戻る（二日間滞在）

三十日 上海に一時戻る（通訳等準備のため）

三十一日 杭州へ出発

十一月二日 杭州に到着（四日間滞在）

：五日 嘉興へ出発

六日 嘉興に到着、市内巡覧、夕方上海へ出発

七日 上海に一時戻る（上海の新裕紡織局等案内）

十日 二隊に分離して漢口へ出発（船舶の都合）

十五日 漢［：iに到着（五日滞在）

再度、漢口で二隊に分離、別行動へ

十九日 沙市へ出発 十一月十九日 宜昌へ出発

二十二日 雛市に到着　（三日間滞在） 二十二日 沙市に到着

二十五日 単車へ出発 二十三日 宜昌に到着（五日間滞在）

二十七日 宜昌に到着（先発隊と遭遇、三度会合） 二十七日 重慶へ出発準備、乗船

三十日 平日披へ赴く 二十九日 重慶へ出発、長江航路へ

十二月一日 帰途につき、宜昌を鵬発 十二月五日 巴東口に到着

三日 漢口に到着（二日間滞在） 六日 布袋口に翻る

五日 壷口を出発 十三日 華厳県に至る

六日 草江に到着、同日南京へ出発 十六日 万県通過

七日 南京に到着 十九B 忠州城到着、城内巡見

九日 鎮江へ出発、鎮江市内巡覧、上海へ出発 二十四日 鼻取に至る

十日 上海に到着（八日間滞在） 二十七日 木東司に至る

十八日 帰国へ、日本郵船長門丸で上海を出港 二十八日 重慶に到着

二十臼 長崎に到着

二九年

一月七日 重慶を出発

二十日 宜昌に到着

二十六日 沙市に到着

二十七日 荊州府巡視

二十八日 漢口へ出発（帰途に就く）

三十日 漢口に到着

二月一日 漢口を出発

三日 南京に到着

四日 南京巡視、上海へ出発

五日 上海鋼着

十三日 神戸丸で帰国へ

十五日 長崎に到着

　出典：高柳豊三郎ぎ清国新開港場商業視察報告書』（名古屋商業会議所、明治二十九年）、『清国新

　　　開港場商業視察報告書』（京都商業会議所、明治三十年）、ξ大阪朝日新聞』明治二十八年十月

　　　二十二日、十二月一日号、ぎ万朝報」明治二十八年十二月二十一日、明治二十九年二月十八日

　　　号。
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新
造
し
、
倉
庫
を
設
置
す
る
な
ど
の
手
段
を
整
え
て
競
争
す
れ
ば
、
十
分
地
元
民
の
希
望
に
叶
い
、
日
本
の
商
業
者
も
安
い
運
賃
で
乗
船
で
き

る
た
め
、
参
入
が
可
能
と
観
察
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
『
復
命
書
』
は
、
従
来
汽
船
の
通
行
が
困
難
と
さ
れ
た
宜
昌
～
重
慶
ル
ー
ト
に
つ
い
て

も
、
汽
船
の
通
行
は
可
能
で
あ
り
、
四
川
省
の
産
物
を
回
漕
す
る
事
業
は
「
之
ヲ
要
ス
ル
ニ
、
長
江
航
路
ハ
以
上
第
一
ヨ
リ
第
三
二
至
ル
三
航

路
ト
モ
ニ
有
利
多
望
ニ
シ
テ
、
皆
目
下
ノ
現
状
ヲ
以
テ
満
足
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
ス
」
と
し
て
、
日
本
に
よ
る
長
江
航
路
拡
張
へ
の
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

地
の
期
待
の
大
き
さ
と
そ
の
将
来
性
を
強
調
し
た
。

　
一
方
、
馴
復
命
書
』
は
「
内
地
貿
易
」
の
項
で
も
、
「
本
邦
商
人
ノ
速
二
進
ン
デ
、
此
実
益
ヲ
収
メ
ン
コ
ト
殊
二
希
望
二
心
ヘ
ザ
ル
ナ
リ
」
と

強
調
し
た
。
そ
の
上
で
、
清
国
内
に
進
出
す
る
製
糸
家
へ
の
注
意
と
し
て
、
創
設
費
用
や
手
数
料
な
ど
、
具
体
的
な
営
業
の
助
言
を
行
っ
て
い

⑬
る
。　

清
国
市
場
へ
の
積
極
的
な
参
入
を
強
調
す
る
傾
向
は
「
製
造
工
業
」
の
項
で
も
顕
著
で
あ
っ
た
。
「
製
造
工
業
」
の
項
で
は
、
上
海
の
製
糸

工
場
二
十
一
ヶ
所
、
紡
績
工
場
七
ヶ
所
お
よ
び
建
設
中
の
外
国
資
本
の
紡
績
工
場
四
ヶ
所
な
ど
の
営
業
や
設
置
の
進
行
状
況
を
挙
げ
て
、
そ
の

う
ち
、
宝
昌
製
糸
所
、
源
記
紡
績
新
局
な
ど
の
資
本
や
労
働
時
間
、
職
工
の
数
、
製
品
の
状
況
、
原
料
買
い
入
れ
地
な
ど
を
詳
細
に
報
告
し
て

お
り
、
特
に
清
国
内
の
近
代
工
業
、
日
本
の
清
国
向
け
輸
出
晶
の
中
心
で
あ
る
紡
績
無
関
係
を
多
く
記
述
し
て
い
る
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。
そ

し
て
、
『
復
命
書
駈
は
清
国
内
の
製
造
工
業
に
つ
い
て
、
「
其
益
隆
盛
二
型
ク
ヘ
キ
ハ
並
々
ト
シ
テ
仁
義
ナ
リ
」
と
発
展
の
可
能
性
を
強
調
し
、

日
本
商
人
の
内
地
製
造
業
参
入
に
つ
い
て
は
、
競
争
相
手
と
考
え
ら
れ
た
清
国
人
労
働
者
が
整
理
熟
練
を
欠
き
、
冗
費
、
冗
員
が
多
い
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

西
洋
人
は
日
本
人
よ
り
も
生
活
費
が
高
い
こ
と
を
挙
げ
て
成
功
を
保
証
し
て
い
る
。

　
商
業
会
議
所
や
新
聞
記
者
も
視
察
の
報
告
書
や
記
録
を
残
し
た
。
例
え
ば
、
高
柳
曲
豆
三
郎
の
『
清
国
新
開
港
場
商
業
視
察
報
告
書
』
は
農
商

務
省
の
報
告
と
比
べ
て
、
順
路
や
運
賃
、
町
の
状
況
な
ど
新
開
港
場
の
実
際
的
な
知
識
に
詳
し
い
。
し
か
し
、
高
柳
も
綿
製
品
の
需
要
を
強
調

し
、
「
汽
船
往
復
の
特
権
を
保
有
す
る
か
故
に
、
鋭
意
率
先
以
て
之
か
実
行
を
期
す
る
は
真
に
本
邦
人
の
責
任
な
り
」
と
重
慶
航
路
参
入
の
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

要
性
を
強
調
す
る
な
ど
、
『
復
命
書
』
同
様
、
清
国
市
場
へ
の
進
出
論
を
主
張
し
て
い
た
。
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臼清戦争後における経済構想（中元）

　
こ
う
し
た
背
景
に
は
、
高
柳
が
「
我
農
商
務
省
派
遣
の
官
吏
各
位
に
は
調
査
上
終
始
格
別
の
便
宜
と
旅
中
の
保
護
注
意
を
賜
は
」
つ
た
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

て
、
商
業
会
議
所
か
ら
農
商
務
省
へ
感
謝
状
を
出
す
よ
う
述
べ
た
よ
う
に
、
農
商
務
省
が
商
業
会
議
所
派
遣
委
員
や
実
業
家
を
保
護
、
連
携
し

な
が
ら
調
査
を
実
施
し
た
こ
と
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
商
業
会
議
所
や
実
業
家
の
目
を
清
国
市
場
へ
向
け
さ
せ
る
と
い
う
当
初
の

金
子
ら
の
目
的
は
成
功
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
農
商
務
官
僚
や
実
業
家
が
視
察
報
告
書
で
清
国
市
場
進
出
を
主
張
し
た
こ
と
は
、
工
業

品
の
清
国
市
場
輸
出
と
と
も
に
、
長
江
航
路
、
内
地
製
造
業
な
ど
清
国
内
の
権
益
獲
得
も
目
指
す
「
清
国
市
場
進
出
論
」
を
加
速
さ
せ
る
こ
と

と
な
っ
た
。

　
志
村
参
事
官
は
帰
国
直
後
、
日
本
人
が
清
国
人
に
比
べ
、
高
額
の
運
賃
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
長
江
航
路
に
お
け
る
「
本
邦

汽
船
の
開
始
が
清
国
に
於
け
る
第
一
着
の
事
業
」
で
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
の
上
で
、
志
村
は
長
江
航
路
の
内
、
難
路
と
さ
れ
た
宜
昌
～
重
慶
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
航
路
開
通
も
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
調
査
船
の
派
出
、
政
府
の
保
護
を
訴
え
た
。
堺
商
業
会
議
所
視
察
員
柴
谷
武
次
郎
も
帰
国
後
、
宜
昌
～

重
慶
問
の
航
路
拡
張
を
主
張
し
、
阪
堺
の
有
力
者
を
勧
誘
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
実
業
家
か
ら
も
清
国
市
場
の
貿
易
を
有
利
に
す
る
た
め
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

航
路
拡
張
を
求
め
る
声
が
強
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
は
明
治
二
十
九
年
十
月
十
九
日
か
ら
開
催
さ
れ
た
第
一
圓
農
商
工
高
等
会
議
で
議
題
に
上
っ
た
。
そ
し
て
、
長
江
航
路
拡
張
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

め
に
、
再
度
視
察
員
を
派
遣
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
金
子
や
有
賀
も
参
加
し
て
審
議
さ
れ
た
。
こ
の
審
議
の
際
に
は
、
参
照
資
料
と
し
て

書
写
出
張
復
命
蓋
が
提
出
さ
れ
魎
・
審
議
で
は
・
有
賀
が
清
国
視
察
の
経
験
か
ら
肇
国
ヲ
我
花
王
琴
南
ス
ル
ト
云
フ
点
カ
ラ
・
此
長
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ノ
航
路
ヲ
日
本
ノ
汽
船
デ
往
復
シ
タ
イ
ト
云
フ
念
慮
」
が
起
こ
り
、
農
商
務
大
臣
に
復
命
し
、
こ
の
諮
問
案
と
な
っ
た
と
述
べ
た
。
金
子
も
有

賀
の
意
見
に
賛
成
し
、
日
本
の
製
造
品
や
従
来
の
水
産
品
は
清
国
が
輸
出
先
で
あ
り
、
「
今
や
我
工
業
商
業
ハ
支
那
ヲ
以
テ
大
得
意
ト
シ
ナ
ケ

レ
バ
ナ
ラ
ヌ
、
マ
タ
夫
レ
が
最
モ
利
益
デ
ア
ル
」
と
強
調
し
た
上
で
、
清
国
市
場
進
出
の
た
め
に
は
、
航
海
奨
励
法
を
改
正
し
た
上
で
の
、
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

江
航
路
拡
張
が
必
要
と
主
張
し
て
い
る
。
審
議
の
結
果
、
農
商
工
高
等
会
議
は
金
子
ら
の
主
張
を
認
め
、
長
江
航
路
視
察
の
た
め
の
再
度
の
調

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

査
員
派
出
を
決
定
し
た
。
そ
の
後
、
貿
易
拡
張
費
に
よ
る
清
国
視
察
は
毎
年
実
施
さ
れ
、
明
治
三
十
一
年
度
に
は
視
察
員
の
内
、
十
八
青
髭
十
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童
名
が
清
國
へ
派
出
さ
れ
、
揚
子
江
流
域
の
航
運
業
を
調
査
し
た
。
そ
し
て
、
明
治
三
十
一
年
一
月
一
日
に
は
、
大
阪
商
船
会
社
に
十
年
甚
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

万
四
百
円
の
補
助
金
が
支
給
さ
れ
、
上
海
～
漢
ロ
ル
ー
ト
が
開
設
さ
れ
た
。

　
一
方
、
農
商
務
省
の
「
清
国
市
場
進
出
論
」
は
清
国
内
地
で
の
製
造
業
や
内
地
貿
易
で
も
盛
ん
に
唱
え
ら
れ
た
。
志
村
は
中
国
が
生
糸
や
棉

花
を
多
数
産
出
す
る
こ
と
か
ら
、
将
来
的
な
中
国
の
工
業
化
や
欧
米
人
の
工
場
設
立
を
警
戒
し
、
「
日
本
人
は
ど
う
し
て
も
、
今
の
中
に
支
那

内
地
へ
踏
込
ん
で
、
馬
蝉
条
約
の
特
権
に
依
っ
て
開
港
場
へ
製
造
所
を
興
し
、
紡
績
生
糸
等
の
製
造
業
の
基
礎
を
固
め
、
先
鞭
を
着
け
な
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ば
な
ら
ぬ
」
と
、
清
国
内
地
で
の
製
造
業
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
た
。
こ
れ
は
当
時
す
で
に
清
園
へ
視
察
員
を
派
遣
し
、
清
国
で
活
動
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
た
三
井
系
の
上
海
紡
績
会
社
や
大
阪
の
紡
績
会
社
を
中
心
と
す
る
東
華
紡
織
会
社
を
側
面
か
ら
支
援
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
同
じ
く
、
有

賀
直
文
も
「
上
海
に
於
け
る
紡
績
事
業
は
必
ず
有
望
な
る
べ
し
」
と
、
清
国
内
地
工
業
へ
の
進
出
に
期
待
を
か
け
て
お
り
、
日
清
貿
易
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
敏
腕
な
清
国
商
人
と
対
抗
す
ゐ
人
材
の
育
成
を
説
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
こ
う
し
た
意
見
を
踏
ま
え
た
上
で
、
金
子
が
明
治
二
十
九
年
七
月
に
発
表
し
た
の
が
、
「
我
邦
紡
績
の
将
来
」
で
あ
っ
た
。
金
子
は
、
ま
ず

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
の
紡
績
業
が
「
我
東
洋
の
市
場
に
於
て
一
大
競
争
を
見
る
こ
と
は
此
二
三
年
を
出
で
ぬ
」
と
予
測
し
、
細
糸
・
瓦
斯
糸
の

生
産
を
促
進
す
べ
き
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
金
子
は
、
細
糸
・
瓦
斯
糸
の
原
料
棉
花
を
生
産
す
る
ア
メ
リ
カ
南
部
に
近
い
メ
キ
シ
コ
・
北
米
へ

の
航
路
を
拡
張
し
、
外
国
か
ら
の
輸
入
綿
糸
を
防
解
す
る
だ
け
の
綿
糸
を
生
産
可
能
な
国
内
工
場
の
建
設
が
必
要
と
論
じ
た
。
さ
ら
に
、
金
子

は
以
下
の
よ
う
に
強
調
し
た
。

　
　
然
ら
ば
即
ち
将
来
有
望
な
る
支
那
、
続
い
て
香
港
に
向
て
綿
糸
を
輸
出
す
る
こ
と
は
、
外
国
貿
易
の
拡
張
を
諜
る
に
付
い
て
は
第
…
著
に
考
へ
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
ぬ
こ
と
と
思
ふ
。
（
中
略
）
此
綿
糸
の
輸
出
の
事
た
る
や
今
日
対
外
貿
易
の
気
運
に
向
ひ
、
又
人
民
の
脳
裏
に
対
外
貿
易
の
気
象
の
充
満
し
た
る
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
期
な
る
か
故
に
、
我
輩
は
国
民
の
一
人
と
し
て
当
業
者
を
勧
誘
し
て
日
本
の
綿
糸
を
東
洋
の
市
場
に
輸
出
し
て
、
我
国
海
外
貿
易
品
中
の
唯
一
と
ま
で
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
達
さ
せ
る
ま
で
に
相
互
に
力
を
蜴
さ
ぬ
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
金
子
は
綿
糸
紡
績
業
を
重
視
し
、
綿
糸
を
清
国
、
香
港
に
輸
出
し
て
外
国
貿
易
を
拡
張
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
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日清戦争後における経済構想（中元）

際
に
、
金
子
は
清
国
内
で
紡
績
工
場
設
立
を
実
行
し
た
大
阪
の
東
華
防
…
織
会
社
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
金
子
は
従
来
か
ら
「
工
業
立
国
構

想
」
を
提
唱
し
て
お
り
、
そ
の
具
体
策
と
し
て
綿
糸
紡
績
業
を
中
心
と
す
る
「
清
国
布
場
進
出
論
」
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
清
国
市

場
進
出
論
」
は
同
時
に
長
江
航
路
、
内
地
製
造
業
な
ど
、
清
国
内
の
権
益
も
獲
得
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
金
子
の
「
工
業

立
国
構
想
」
が
綿
糸
紡
績
業
を
中
心
と
す
る
「
清
国
市
場
進
出
論
」
と
し
て
具
体
化
し
た
契
機
は
清
国
新
開
港
場
視
察
団
の
派
遣
に
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

①
糊
万
朝
報
』
明
治
二
十
八
年
九
月
二
十
八
日
号
雑
報
「
清
国
新
開
港
場
視
察

　
員
」
。

②
『
京
都
商
業
会
議
所
月
報
隔
四
八
号
〔
明
治
二
十
八
年
十
月
二
十
五
日
〕
、
一

　
四
頁
。

③
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
明
治
二
十
八
年
十
月
六
日
号
雑
報
「
清
国
薪
開
港
場
巡
視

　
官
」
。

④
前
掲
『
神
戸
商
業
会
議
所
雑
誌
』
三
二
号
〔
明
治
二
十
八
年
十
一
月
三
十
日

　
号
〕
、
　
二
頁
。
神
戸
商
業
会
議
所
は
日
清
講
和
条
約
第
六
条
第
四
項
延
期
を
主
張

　
し
た
が
、
視
察
団
派
遣
に
は
積
極
的
で
あ
っ
た
。

⑤
前
掲
『
京
都
商
業
会
議
所
月
報
睡
四
八
号
、
八
～
十
一
頁
。

⑥
藤
田
軌
達
「
南
清
新
互
布
場
」
一
、
四
（
『
大
阪
朝
日
新
聞
隔
明
治
二
十
八
年

　
十
月
二
十
二
日
、
十
一
月
五
日
号
雑
報
）
。
高
梛
豊
三
郎
『
清
国
新
開
港
場
商
業

　
視
察
報
告
書
㎞
（
名
古
屋
商
業
会
議
所
、
明
治
二
十
九
年
）
七
頁
。

⑦
『
万
朝
野
』
明
治
二
十
八
年
十
月
十
九
日
号
雑
報
「
有
賀
参
事
官
」
。

⑧
『
万
朝
報
』
明
治
二
十
八
年
十
二
月
二
十
一
B
号
雑
報
「
有
賀
農
商
務
省
参
事

　
官
」
。

⑨
『
万
朝
報
嚇
明
治
二
十
九
年
二
月
十
八
日
号
雑
報
「
視
察
員
の
帰
朝
」
。

⑩
門
万
朝
報
』
明
治
二
十
九
年
二
月
二
十
三
日
号
雑
報
「
志
村
江
口
両
氏
の
帰

　
朝
」
。

⑪
神
戸
市
外
国
語
大
学
図
轡
館
所
蔵
、
有
賀
長
文
他
編
噛
清
国
出
張
復
命
書
』

　
（
農
商
務
省
商
工
局
、
明
治
二
十
九
年
）
、
三
六
～
三
七
頁
。

⑫
同
右
、
七
五
～
八
三
頁
。

⑬
同
士
、
八
四
～
九
〇
頁
。

⑭
同
右
、
九
四
～
一
〇
五
頁
。

⑮
前
掲
高
柳
『
清
国
新
開
港
場
商
業
視
察
報
告
害
』
二
九
八
～
二
九
九
頁
。

⑯
同
右
、
緒
言
七
頁
。

⑰
『
北
朝
報
』
明
治
二
十
九
年
二
月
十
六
B
号
雑
報
「
清
国
内
地
の
航
通
に
就

　
て
」
。

⑱
『
東
京
日
々
新
聞
』
明
治
二
十
九
年
一
月
二
十
九
日
号
雑
報
「
支
那
内
地
に
於

　
け
る
一
汽
船
会
社
」
。

⑲
長
江
航
路
進
出
問
題
を
含
む
農
商
工
高
等
会
議
に
つ
い
て
は
、
片
山
邦
雄
『
近

　
代
日
本
海
運
と
ア
ジ
ア
』
（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
六
年
）
第
六
日
半
一
節
、

　
原
田
三
喜
雄
「
戦
後
経
営
と
農
商
工
高
等
会
議
一
わ
が
国
資
本
主
義
確
立
期
に

　
お
け
る
経
済
政
策
の
形
成
一
」
（
『
西
南
学
院
大
学
経
済
学
論
集
隔
一
四
巻
、
二
、

　
三
合
併
号
、
一
九
八
○
年
）
参
照
。
な
お
、
片
山
氏
は
本
稿
で
検
討
し
た
金
子
の

　
「
清
国
市
場
進
出
論
」
や
清
国
新
開
港
場
視
察
団
に
つ
い
て
は
検
討
対
象
と
さ
れ

　
て
い
な
い
。

⑳
農
商
工
高
等
会
議
編
門
農
商
工
商
等
会
議
議
事
速
記
録
』
（
上
）
第
一
回
会
議

　
（
原
書
房
、
一
九
九
一
年
復
刻
）
、
四
一
一
四
七
頁
。

⑳
同
座
、
六
二
～
六
四
頁
。
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⑫
　
同
右
、
六
六
一
七
二
頁
。

⑱
　
通
商
産
業
省
編
門
商
工
政
策
史
㎞
四
巻
　
重
要
調
査
会
（
商
工
政
策
史
刊
行
会
、

　
一
九
六
一
年
）
、
二
六
頁
参
照
。

⑳
　
前
掲
『
商
工
政
策
史
㎞
五
巻
、
貿
易
（
上
）
三
一
四
～
三
一
七
頁
。

⑳
　
志
村
「
清
国
新
開
貿
易
場
視
察
談
」
（
『
東
邦
協
会
会
報
』
二
　
号
、
明
治
二
十

　
九
年
三
月
）
。

⑳
　
た
だ
し
、
日
本
紡
績
業
に
よ
る
清
国
内
地
製
造
の
試
み
は
、
日
清
通
商
航
海
条

　
約
で
清
国
側
が
清
国
内
製
造
品
課
税
問
題
を
持
ち
出
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
結

　
果
的
に
成
功
し
な
か
っ
た
（
桑
原
哲
也
「
日
清
戦
争
直
後
の
日
本
紡
績
業
の
直
接

　
投
資
計
画
－
東
華
紡
織
会
社
の
事
例
を
中
心
と
し
て
一
」
〔
門
経
済
経
営
論

　
叢
』
一
四
巻
二
号
、
一
九
七
九
年
〕
、
同
「
日
清
戦
争
直
後
の
日
本
紡
績
業
の
直

　
接
投
資
誹
画
－
中
上
川
彦
次
郎
と
上
海
紡
績
会
社
…
」
〔
『
経
済
経
営
論
叢
』

　
一
五
巻
一
号
、
一
九
八
○
年
〕
）
。

⑳
　
　
凹
東
京
日
々
新
聞
隔
明
治
二
十
九
年
一
月
五
日
暑
雑
報
「
有
賀
参
事
官
を
訪

　
ふ
」
。

⑱
　
金
子
「
口
固
紡
績
の
将
来
」
（
『
東
邦
協
会
会
報
』
二
四
号
、
明
治
一
　
十
九
年
七

　
月
）
。
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第
四
章
　
臼
清
戦
後
恐
慌
の
発
生
と
外
資
輸
入
論
の
展
開

　
明
治
二
十
九
年
八
月
二
十
八
日
第
二
次
伊
藤
内
閣
が
退
陣
し
た
が
、
後
継
の
第
二
次
松
方
正
義
内
閣
で
も
榎
本
農
相
、
金
子
次
官
は
留
任
し

た
。
金
子
は
従
来
同
様
急
激
な
企
業
勃
興
を
憂
慮
し
、
「
方
今
金
子
次
宮
は
参
事
官
及
び
我
々
と
共
に
、
頻
り
に
未
来
の
経
済
界
に
就
き
て
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

査
中
な
り
」
と
、
過
度
の
企
業
勃
興
が
日
本
経
済
に
与
え
る
影
響
や
見
通
し
に
つ
い
て
調
査
し
て
い
た
。
だ
が
、
松
方
内
閣
に
入
閣
し
た
大
隈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

重
信
外
相
“
進
歩
党
の
影
響
力
が
強
ま
り
、
進
歩
党
は
内
閣
や
地
方
官
へ
の
党
人
の
鼠
算
を
求
め
る
人
材
登
用
を
強
く
要
求
し
た
。
そ
の
結
果
、

翌
年
三
月
二
十
九
日
足
尾
鉱
毒
事
件
の
批
判
に
も
さ
ら
さ
れ
て
い
た
榎
本
農
相
が
辞
任
し
、
伊
藤
、
榎
本
と
い
う
後
ろ
盾
を
失
っ
た
金
子
も
四

月
十
日
に
農
商
務
次
官
を
更
迭
さ
れ
た
。
そ
の
後
任
に
は
、
大
隈
重
信
農
相
（
外
相
兼
任
）
、
大
石
正
巳
早
宮
（
進
歩
党
）
が
就
任
し
、
「
榎
本
－

金
子
系
」
は
一
掃
さ
れ
、
進
歩
党
系
が
農
商
務
省
を
掌
握
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
明
治
三
十
年
下
半
期
よ
り
年
末
に
か
け
て
、
日
清
戦
後
恐
慌
が
深
刻
化
し
、
金
子
の
予
感
は
的
中
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
金
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
同
年
十
二
月
目
現
今
経
済
上
の
二
大
問
題
」
を
発
表
し
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
金
子
の
独
・
米
に
お
け
る
恐
慌
の
調
査
と
国
内
の
「
在
来
の

経
済
界
」
に
対
す
る
調
査
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
金
子
は
「
現
今
経
済
上
の
二
大
問
題
」
で
、
ま
ず
日
清
戦
争
直
後
か
ら
独
、
米
の
事
例



日清戦争後における経済構想（中元）

を
挙
げ
て
、
恐
慌
の
危
険
を
強
調
し
て
き
た
経
緯
を
述
べ
た
。
そ
の
上
で
、
金
子
は
自
分
の
予
想
通
り
恐
慌
が
発
生
し
た
今
、
「
余
が
藏
に
二

大
問
題
と
称
す
る
も
の
は
資
本
欠
乏
及
ひ
外
資
輸
入
之
な
り
」
と
述
べ
、
資
本
欠
乏
を
解
消
す
る
た
め
に
外
資
輸
入
を
主
張
し
た
。
こ
の
資
本

欠
乏
解
消
の
た
め
の
外
資
輸
入
と
い
う
論
理
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
独
、
米
の
と
っ
た
恐
慌
解
消
策
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
、
金
子
は

英
国
と
米
国
が
対
立
し
た
際
に
、
英
国
資
本
が
米
国
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
投
資
さ
れ
、
米
国
の
綿
お
よ
び
穀
物
が
英
国
の
リ
バ
プ
ー
ル
で
取
引

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
両
者
が
戦
争
を
回
避
し
た
事
例
を
挙
げ
、
外
資
輸
入
の
有
用
性
を
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　
　
　
（
申
略
）
然
る
に
、
其
国
相
互
に
外
資
を
輸
入
し
て
置
か
は
、
亜
米
利
加
に
て
も
英
吉
利
に
て
も
何
処
の
国
に
て
も
他
国
の
資
本
を
輸
入
し
て
置
く
に
於

　
　
て
は
、
其
利
益
相
互
の
関
係
上
よ
り
し
て
戦
争
を
為
さ
す
に
終
る
利
あ
り
。
然
れ
ば
、
十
九
世
紀
に
於
て
国
を
守
り
、
国
を
固
ふ
す
る
に
は
、
外
国
の
資

　
　
本
を
輸
入
し
、
又
我
身
の
商
品
を
彼
に
送
り
、
我
邦
の
資
本
を
彼
れ
に
置
い
て
、
互
に
資
本
を
交
換
し
て
置
く
の
要
、
自
ら
存
せ
り
、
是
れ
即
ち
経
済
上

　
　
の
同
盟
な
り
。

　
こ
の
金
子
の
「
経
済
同
盟
論
」
は
外
資
輸
入
が
日
本
の
経
済
恐
慌
に
有
効
な
だ
け
で
は
な
く
、
外
資
を
提
供
す
る
国
と
の
外
交
関
係
の
強
化

に
も
つ
な
が
る
と
い
う
議
論
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
論
文
の
発
表
を
大
き
な
画
期
と
し
て
、
金
子
の
経
済
政
策
は
以
後
、
大
き
く
展
開
し
、

従
来
の
「
清
国
市
場
進
出
論
」
に
加
え
て
、
国
内
の
資
本
不
足
を
解
消
す
る
た
め
に
外
資
輸
入
論
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
明
治
三
十
一
年
一
月
、
金
子
は
「
目
下
の
経
済
界
救
済
卑
見
」
を
発
表
し
た
。
金
子
は
戦
後
経
営
の
困
難
の
原
因
が
過
度
の
起
業
と
拡
張
し

た
事
業
の
継
続
に
あ
る
と
し
て
、
米
、
独
で
も
同
様
の
経
済
恐
慌
が
起
こ
っ
た
こ
と
か
ら
「
其
模
範
は
近
々
米
独
二
国
に
在
り
」
と
再
度
指
摘

し
た
。
そ
の
上
で
、
金
子
は
恐
慌
が
起
こ
っ
た
日
本
経
済
の
再
生
に
も
両
国
の
事
例
を
挙
げ
、
外
資
輸
入
論
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
さ
ら
に
、
金
子
は
B
本
が
従
来
外
資
輸
入
を
防
遇
し
て
い
た
方
針
を
改
め
、
今
後
は
「
然
ら
ば
即
ち
今
日
の
急
務
は
宇
内
経
済
の
元
則
に
基

き
、
外
国
に
於
け
る
豊
富
な
る
資
本
を
移
し
て
、
我
資
本
の
空
乏
を
補
ふ
の
外
、
他
に
良
策
を
見
ざ
る
な
り
」
と
、
積
極
的
な
外
資
輸
入
を
実

施
す
る
よ
う
強
調
し
た
。

　
そ
し
て
、
金
子
が
外
資
の
輸
入
先
と
し
て
考
え
た
の
が
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
で
あ
っ
た
。
明
治
三
十
一
年
二
月
金
子
は
「
日
英
商
工
同
盟
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⑤

の
必
要
」
を
発
表
し
た
。
金
子
は
「
商
工
立
国
」
を
国
是
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
入
が
東
洋
に
資
本
投
下
を
行
わ
な
か
っ
た
理
由
を
、
イ
ギ
リ
ス
が

東
洋
に
協
力
者
、
同
盟
者
を
持
た
な
い
た
め
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
そ
の
上
で
、
金
子
は
イ
ギ
リ
ス
が
「
機
械
と
資
本
を
供
給
し
て
後
方
勤
務

の
任
」
に
あ
た
り
、
日
本
が
「
労
働
者
と
企
業
家
を
以
て
先
鋒
隊
を
組
織
」
す
る
こ
と
に
よ
り
、
両
国
の
協
力
で
東
洋
の
富
源
を
開
拓
す
べ
き

で
あ
る
と
述
べ
た
。
つ
ま
り
、
金
子
は
イ
ギ
リ
ス
と
の
経
済
同
盟
に
よ
り
、
両
者
で
ア
ジ
ア
に
お
け
る
商
工
業
の
利
益
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
金
子
は
イ
ギ
リ
ス
と
の
経
済
同
盟
よ
り
も
ア
メ
リ
カ
と
の
経
済
同
盟
に
傾
斜
し
て
い
く
。
そ
の
背
景
に
は
、
ア
メ
リ
カ
と
の
外
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

輸
入
交
渉
の
進
展
が
あ
っ
た
。
明
治
三
十
年
の
段
階
で
金
子
は
前
日
本
驚
喜
米
国
公
使
ダ
ン
と
接
触
し
て
い
た
。
翌
明
治
三
十
一
年
三
月
、
金

子
は
玄
洋
社
命
の
大
陸
浪
人
杉
山
茂
丸
（
金
子
と
同
郷
の
福
岡
県
出
身
）
を
渡
米
さ
せ
た
が
、
そ
の
際
に
、
米
国
の
金
融
資
本
で
あ
る
モ
ル
ガ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

財
閥
側
と
会
談
し
、
外
資
輸
入
の
条
件
（
後
述
）
を
協
議
し
た
と
さ
れ
る
。
金
子
自
身
も
ダ
ン
と
「
日
米
銀
行
を
設
立
し
、
米
国
の
資
本
を
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

本
へ
輸
し
来
」
る
こ
と
を
相
談
し
て
い
た
。

　
明
治
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日
、
金
子
は
第
三
次
伊
藤
内
閣
の
農
商
務
大
臣
に
就
任
し
た
。
金
子
は
就
任
時
に
「
余
輩
の
計
画
し
た
る
米
国

資
本
輸
入
の
事
は
、
今
尚
ほ
準
備
中
に
て
、
曾
て
自
ら
近
日
中
米
国
に
赴
か
ん
と
欲
し
た
り
し
に
、
図
ら
ず
今
回
現
職
を
拝
命
す
る
こ
と
と
為

り
、
ま
た
専
ら
力
を
其
事
に
尽
す
能
は
ざ
る
に
至
り
ぬ
」
と
述
べ
て
、
農
商
務
大
臣
就
任
の
結
果
、
渡
米
し
た
上
で
の
外
資
輸
入
を
促
進
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

計
画
が
頓
挫
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
金
子
は
続
け
て
「
然
れ
ど
も
、
遠
か
ら
ず
米
国
よ
り
渡
来
す
る
者
あ
る
筈
な
れ
ば
、
計

画
は
必
ず
遂
行
す
る
こ
と
を
結
べ
し
と
信
ず
」
と
述
べ
て
お
り
、
モ
ル
ガ
ン
財
閥
側
の
申
し
出
を
待
っ
た
上
で
の
外
資
輸
入
に
な
お
意
欲
を
有

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
明
治
三
十
～
年
六
月
、
金
子
は
工
業
銀
行
設
立
を
計
画
し
、
法
案
の
概
要
を
固
め
た
。
そ
の
内
容
は
五
千
万
円
な
い
し
一
億
三
千
万
円
の
資

本
金
を
持
つ
工
業
銀
行
を
設
立
し
、
資
本
額
十
倍
ま
で
の
債
券
発
行
を
認
可
し
て
、
そ
の
債
券
を
米
国
市
場
で
販
売
す
る
こ
と
に
よ
り
、
外
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
モ
ル
ガ
ン
財
閥
は
米
西
戦
争
や
欧
州
の
金
融
不
緩
和
の
た
め
「
今
日
ハ
此
ノ
如
キ
企
ヲ
起
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ス
ノ
時
期
ニ
ア
ラ
ス
」
と
、
現
時
点
で
日
本
に
銀
行
を
創
設
す
る
意
図
は
な
い
と
し
て
お
り
、
こ
の
計
画
は
両
者
間
で
協
議
さ
れ
た
が
、
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
は
至
ら
ず
、
具
体
化
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
ま
た
、
伊
藤
首
相
、
井
上
馨
蔵
相
は
計
画
に
同
意
し
つ
つ
も
、
時
期
尚
早
と
判
断
、
政
府
か
ら
の
即
時
の
法
案
提
出
に
は
賛
成
し
な
か
っ
た
。

特
に
、
松
方
前
蔵
相
や
大
蔵
省
主
流
、
日
銀
は
通
貨
膨
張
な
ど
へ
の
懸
念
か
ら
外
資
輸
入
の
必
要
性
を
認
め
つ
つ
も
、
興
業
銀
行
な
ど
を
通
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

た
人
為
的
な
外
資
輸
入
に
反
対
し
、
こ
れ
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
政
策
を
採
用
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
に
は
外
資
輸
入
の
賛
否
だ
け
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

な
く
、
当
時
積
極
基
調
・
緊
縮
財
政
に
転
換
し
、
戦
後
経
営
と
民
間
経
済
の
成
長
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
大
蔵
省
・
日
銀
と
、
外
資
を
輸
入

す
る
こ
と
で
民
間
経
済
の
成
長
を
優
先
す
る
金
子
の
経
済
政
策
を
め
ぐ
る
優
先
順
位
の
相
違
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
同
時
に
財
政
・
金
融
政
策
か

ら
経
済
政
策
を
立
案
す
る
大
蔵
省
・
日
銀
と
、
農
商
務
大
臣
と
し
て
産
業
奨
励
の
立
場
か
ら
経
済
政
策
を
立
案
す
る
金
子
の
立
場
を
反
映
し
て

い
る
と
も
い
え
よ
う
。

　
明
治
三
十
一
年
六
月
二
十
四
日
第
三
次
伊
藤
内
閣
が
退
陣
、
自
由
党
と
進
歩
党
が
合
同
し
て
成
立
し
た
憲
政
党
内
閣
（
面
板
内
閣
）
が
成
立

し
、
金
子
の
工
業
銀
行
設
立
計
画
は
中
断
さ
れ
、
金
子
は
再
度
下
野
し
た
。
し
か
し
、
憲
政
党
内
閣
で
は
金
子
に
代
わ
っ
て
、
蔵
相
松
田
正
久
、

大
蔵
次
官
添
田
寿
一
、
監
督
周
長
栗
原
亮
一
が
金
子
の
工
業
銀
行
設
立
計
画
を
推
進
し
、
「
金
子
氏
の
法
案
」
を
ベ
ー
ス
に
工
業
銀
行
法
案
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

出
の
準
備
を
行
っ
た
が
、
こ
れ
も
十
月
三
十
一
日
の
憲
政
党
内
閣
の
退
陣
で
再
度
中
断
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
一
方
、
金
子
は
同
年
七
月
に
「
対
外
商
工
方
針
」
を
発
表
し
た
。
こ
の
「
対
外
商
工
方
針
」
は
「
対
外
商
業
の
方
針
」
と
「
対
外
工
業
の
方

針
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
外
資
輸
入
論
と
従
来
の
金
子
の
「
工
業
立
国
構
想
」
を
論
理
的
に
結
合
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
金
子
は
「
対

外
商
業
の
方
針
」
と
し
て
、
従
来
の
「
現
地
主
義
」
の
立
場
か
ら
輸
入
商
が
現
地
視
察
を
行
っ
た
上
で
、
輸
入
物
品
を
国
内
生
産
し
、
国
内
需

要
を
満
た
し
た
上
で
、
海
外
輸
出
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
た
。

　
そ
し
て
、
金
子
は
「
対
外
工
業
の
方
針
」
で
日
本
の
地
理
的
利
点
と
敏
捷
な
国
艮
性
、
膨
大
な
鉄
と
石
炭
資
源
を
利
用
し
て
、
従
来
通
り

「
国
是
を
工
業
政
策
に
向
け
、
世
界
的
工
業
を
我
園
に
発
達
せ
し
む
る
」
こ
と
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。
金
子
は
世
界
中
に
工
業
品
を
輸
出
す
る
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「
世
界
的
工
業
」
を
目
指
す
た
め
に
「
器
械
工
業
」
の
大
規
模
化
が
不
可
欠
で
あ
り
、
「
豊
富
な
る
資
本
の
必
要
な
る
は
勿
論
な
り
と
錐
も
、

奈
何
せ
む
我
国
の
資
本
は
今
日
の
程
度
ま
で
に
発
達
せ
る
我
工
業
の
原
動
力
と
為
す
に
足
ら
ざ
れ
ば
、
此
際
確
実
な
る
低
利
の
外
資
を
輸
入
し

て
、
我
資
本
の
充
実
を
図
る
は
最
も
刻
下
の
急
な
る
べ
し
」
と
述
べ
て
「
世
界
的
工
業
」
建
設
の
た
め
の
豊
富
な
資
本
ロ
外
資
輸
入
の
必
要
性

を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
金
子
の
「
工
業
立
国
構
想
」
は
「
世
界
的
工
業
」
経
営
の
た
め
に
膨
大
な
資
本
が
必
要
で
あ
る
と
い
う

論
理
で
外
資
輸
入
論
と
結
合
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
十
二
月
二
十
日
、
金
子
は
「
外
資
輸
入
及
興
業
銀
行
設
立
」
を
発
表
し
た
。
金
子
は
戦
後
経
営
に
は
国
家
資
本
の
充
実
が
必
要
で
あ
る
と
し

て
、
外
資
輸
入
の
方
法
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　
　
而
し
て
其
の
輸
入
の
方
法
は
、
先
づ
内
地
に
興
業
銀
行
を
設
立
し
、
同
銀
行
よ
り
債
券
を
発
行
し
、
其
債
券
に
対
し
て
は
政
府
は
第
二
の
保
証
の
位
置
に

　
　
立
ち
、
因
り
て
其
の
債
券
を
欧
米
に
募
集
し
、
斯
く
し
て
得
た
る
資
本
は
、
内
国
の
事
業
中
、
確
実
に
し
て
且
つ
将
来
有
益
の
望
あ
る
既
設
の
事
業
に
貸

　
　
出
し
、
以
て
方
今
未
だ
工
事
半
ば
に
し
て
中
止
す
る
者
を
成
功
せ
し
め
、
生
産
交
通
等
の
各
機
関
を
整
備
し
、
国
家
の
財
源
を
豊
富
な
ら
し
め
ん
と
す
る

　
　
も
の
な
り
。
（
中
略
）
興
業
銀
行
は
、
鉄
道
、
航
海
、
築
港
、
電
気
工
業
、
鉱
業
、
紡
績
業
等
、
各
種
の
外
国
貿
易
に
関
す
る
事
業
に
対
し
、
低
利
の
資

　
　
本
を
貸
出
し
て
、
以
て
国
家
の
欝
源
を
培
養
す
る
銀
行
な
り
。

　
こ
の
史
料
か
ら
金
子
が
興
業
銀
行
を
設
立
す
る
こ
と
、
政
府
の
第
二
保
証
に
よ
り
、
外
資
を
積
極
的
に
輸
入
す
る
こ
と
が
鮮
明
に
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
金
子
は
興
業
銀
行
の
資
本
金
を
一
千
万
円
と
し
、
十
倍
ま
で
の
債
券
発
行
を
認
可
す
る
と
定
め
た
が
、
政
府
の
第
二
保
証
を
付
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

す
る
こ
と
や
十
倍
ま
で
の
債
券
を
認
め
る
こ
と
は
金
子
が
農
商
務
大
臣
時
代
に
作
成
し
た
法
案
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
金
子
は
興
業
銀
行
の
外
資
貸
出
先
と
し
て
、
逓
信
省
、
農
商
務
省
の
管
理
の
下
「
鉄
道
、
航
海
、
築
港
、
電
気
工
業
、
鉱
業
、
紡
績

業
等
、
各
種
の
外
国
貿
易
に
関
す
る
事
業
」
を
重
点
的
に
選
択
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
か
ら
金
子
が
興
業
銀
行
を
通
じ
て
外
資
を
輸
入
し
、
国

内
の
イ
ン
フ
ラ
や
紡
績
業
な
ど
の
基
幹
工
業
に
投
資
す
る
こ
と
で
、
商
工
業
を
発
展
さ
せ
る
経
済
政
策
を
目
指
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
こ
う
し
て
、
金
子
の
「
工
業
立
国
構
想
」
は
外
資
輸
入
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
り
、
経
済
界
救
済
と
と
も
に
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
や
工
業
の
大
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規
模
化
に
よ
る
「
世
界
的
工
業
」
を
目
指
す
形
へ
と
大
き
く
進
展
し
た
。
し
か
し
、
金
子
は
従
来
の
「
清
国
市
場
進
出
論
」
を
放
棄
し
た
わ
け

で
は
な
く
、
こ
の
後
も
「
日
本
の
経
済
上
に
最
も
密
接
の
関
係
」
を
持
つ
清
国
を
引
き
続
き
重
要
な
市
場
で
あ
る
と
認
識
し
た
上
で
、
「
支
那

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

に
向
っ
て
、
商
工
業
を
拡
張
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
日
本
の
国
是
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
明
治
三
十
二
年
二
月
、
金
子
は
由
利
公
正
を
会
長
、
自
身
を
副
会
長
と
す
る
興
業
銀
行
期
成
同
盟
会
を
結
成
す
る
｝
方
、
外
資
輸
入
を
経
済

政
策
と
し
て
採
用
し
て
い
た
松
田
正
久
、
栗
原
亮
一
ら
憲
政
党
と
「
連
携
」
し
、
外
資
輸
入
を
目
的
と
す
る
日
本
興
業
銀
行
法
案
の
成
立
を
目

指
し
て
い
っ
た
。

　
し
か
し
、
大
蔵
省
主
流
、
日
銀
が
政
府
保
証
に
よ
る
外
資
輸
入
に
反
対
し
た
結
果
、
日
本
興
業
銀
行
法
案
は
第
十
三
議
会
を
経
て
第
十
四
議

会
で
政
府
保
証
条
項
を
棚
上
げ
し
て
別
項
で
定
め
る
と
い
う
「
骨
抜
き
法
」
の
形
で
成
立
し
た
。
こ
う
し
て
、
興
業
銀
行
は
金
子
が
構
想
し
た

政
府
保
証
に
よ
っ
て
外
資
を
輸
入
し
、
「
世
界
的
工
業
」
を
目
指
す
た
め
の
機
関
で
は
な
く
、
植
民
地
へ
の
資
本
輸
出
を
重
視
す
る
銀
行
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
成
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

①
　
前
掲
「
経
済
界
の
観
測
（
八
）
安
藤
商
工
局
長
の
談
」
。

②
阿
部
恒
久
『
近
代
日
本
地
方
政
党
史
論
紬
第
四
章
（
芙
蓉
書
房
出
版
、
　
九
九

　
六
年
）
。

③
金
子
「
現
今
経
済
上
の
二
大
問
題
」
（
『
経
済
政
策
臨
三
十
四
章
、
明
治
三
十
年

　
十
二
月
）
。

④
金
子
「
目
下
の
経
済
界
救
済
卑
見
」
（
『
太
陽
睡
四
巻
一
号
、
明
治
三
十
｝
年
～

　
月
一
日
中
、
後
に
『
経
済
政
策
』
三
十
一
章
所
収
。

⑤
金
子
「
日
英
商
工
同
盟
の
必
要
」
（
『
経
済
政
策
㎏
二
十
八
章
、
明
治
三
十
一
年

　
二
月
目
。

⑥
前
掲
浅
井
⊃
九
八
五
〉
論
文
、
六
頁
。

⑦
一
又
正
雄
『
杉
山
茂
丸
－
明
治
大
陸
政
策
の
源
流
1
』
（
原
書
房
、
一
九
七
五

　
年
）
、
五
九
～
六
一
頁
。
前
掲
浅
井
〈
一
九
八
五
〉
論
文
、
六
～
七
頁
。

⑧
「
日
米
銀
行
の
計
画
は
如
何
」
（
『
太
陽
㎞
四
巻
六
号
、
明
治
三
十
一
年
三
月
二

　
十
日
）
。

⑨
「
金
子
農
商
務
大
臣
を
訪
ふ
」
（
『
太
陽
』
四
巻
二
号
、
明
治
三
十
一
年
五
月

　
二
十
日
）
。

⑩
　
　
「
工
業
銀
行
設
立
の
運
動
」
（
『
太
陽
鰍
四
巻
一
三
号
、
明
治
三
十
一
年
六
月
二

　
十
日
）
。
な
お
、
『
太
陽
㎞
の
記
事
で
は
、
杉
山
、
モ
ル
ガ
ン
財
閥
の
会
談
で
、
債

　
券
の
利
率
や
売
渡
価
格
、
償
還
期
限
な
ど
に
加
え
て
、
「
日
本
政
府
は
右
債
券
に

　
対
し
て
第
二
の
償
還
義
務
を
負
ふ
可
き
事
」
が
協
議
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
「
第

　
二
の
償
還
義
務
」
と
は
、
モ
ル
ガ
ン
財
閥
側
が
B
本
へ
の
資
金
導
入
に
際
し
、
興

　
銀
が
元
金
・
利
子
を
払
え
な
い
場
合
に
政
府
が
こ
れ
を
肩
代
わ
り
す
る
政
府
保
証

　
の
こ
と
で
あ
り
、
金
子
は
後
に
こ
の
条
項
を
興
業
銀
行
の
法
案
に
挿
入
す
る
こ
と

　
と
な
っ
た
。
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⑪
明
治
三
十
～
年
四
月
二
十
三
日
付
井
上
馨
蔵
相
宛
米
国
公
使
星
寧
報
告
書
「
米

　
人
モ
ー
ガ
ン
氏
本
邦
二
銀
行
創
設
云
々
ノ
件
」
（
憲
政
資
料
室
所
蔵
『
松
尾
家
文

　
轡
鼠
四
五
冊
…
五
一
「
米
入
モ
ー
ガ
ン
氏
本
邦
二
銀
行
創
設
二
関
ス
ル
件
」
所

　
収
）
。

⑫
『
大
阪
朝
B
薪
聞
無
明
治
三
十
一
年
六
月
九
日
号
雑
報
「
外
資
銀
行
設
立
の
運

　
動
」
。

⑬
前
掲
神
山
書
、
一
四
三
～
一
四
五
頁
、
室
山
前
掲
轡
、
二
五
五
～
二
五
六
頁
。

　
た
と
え
ば
、
阪
谷
芳
郎
大
蔵
省
主
計
局
長
は
政
府
保
証
も
し
く
は
政
府
が
発
行
に

　
関
与
す
る
公
債
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
使
用
償
還
の
方
法
を
定

　
め
ず
、
国
際
関
係
・
輸
入
後
の
成
り
行
き
を
無
視
し
て
行
う
外
資
翰
入
に
は
反
対

　
し
て
い
た
（
阪
谷
「
外
資
輸
入
の
方
法
を
論
ず
」
（
噸
実
業
之
日
本
㎞
　
巻
一
八
号
、

　
明
治
三
十
～
年
十
一
月
）
。

⑭
前
掲
神
山
書
、
　
四
五
頁
。

⑮
大
阪
朝
日
新
聞
は
「
然
る
に
、
現
内
閣
組
織
後
、
政
府
は
工
業
銀
行
設
立
の
必

　
要
を
感
じ
、
大
蔵
省
に
於
て
其
組
織
及
び
外
資
輸
入
の
方
法
等
を
調
査
す
る
に
当

　
　
　
　
マ
マ
　

　
り
、
重
に
金
子
氏
の
法
案
に
拠
り
た
れ
ど
も
扁
と
、
金
子
が
第
三
次
伊
藤
内
閣
時

　
代
に
作
成
し
た
工
業
銀
行
法
案
が
憲
政
党
内
閣
の
工
業
銀
行
法
案
の
基
礎
に
な
つ

　
て
い
る
こ
と
を
報
じ
て
い
る
（
『
大
阪
朝
日
新
聞
㎞
明
治
三
十
～
年
十
月
七
霞
号

　
雑
報
「
工
業
銀
行
設
立
の
事
扁
）
。
な
お
、
自
由
党
系
の
外
資
輸
入
論
と
憲
政
党
内

　
閤
に
お
け
る
興
業
銀
行
設
立
計
画
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
憲
政
党
内
闇
前
後
に
お

　
け
る
経
済
政
策
の
展
開
一
自
由
党
系
『
土
佐
派
無
の
外
資
輸
入
論
を
中
心

　
に
一
」
（
四
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
〇
五
号
、
二
〇
〇
七
年
六
月
）
参
照
。

⑯
金
子
「
対
外
商
工
方
針
漏
（
隅
太
陽
臨
四
巻
一
四
号
、
明
治
三
十
｝
年
七
月
五

　
日
）
。

⑰
金
子
「
外
資
輸
入
及
興
業
銀
行
設
立
漏
（
噸
太
陽
臨
四
巻
二
五
号
、
明
治
三
十
一

　
年
十
二
月
二
十
目
）
、
後
に
『
経
済
政
策
』
三
十
八
章
所
収
。

⑱
前
掲
注
⑩
に
極
じ
。
な
お
、
資
本
金
を
一
千
万
円
と
定
め
た
の
は
憲
政
党
内
閤

　
時
代
に
工
業
銀
行
法
案
を
作
成
し
た
栗
原
亮
一
で
あ
り
、
金
子
の
「
外
資
輸
入
及

　
興
業
銀
行
設
立
」
は
こ
れ
を
採
用
し
て
い
る
（
馴
大
阪
朝
日
新
聞
臨
明
治
三
十
一

　
年
十
月
二
十
一
日
号
雑
報
「
工
業
銀
行
法
案
成
る
」
）
。

⑲
金
子
「
日
本
興
業
銀
行
期
成
同
盟
会
副
会
長
金
子
堅
太
郎
君
演
説
米
国
経
済

　
事
情
と
日
本
興
業
銀
行
」
（
秀
英
舎
、
明
治
三
十
二
年
十
一
月
二
十
三
日
）
。
後
に

　
『
経
済
政
策
臨
三
十
九
章
に
所
収
。

⑳
　
前
掲
浅
井
念
九
七
五
〉
論
文
、
三
五
⊥
二
六
頁
お
よ
び
前
掲
拙
稿
、
九
五
～

　
九
八
頁
参
照
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
で
は
、
日
清
戦
争
後
に
お
け
る
金
子
堅
太
郎
の
国
家
構
想
や
経
済
構
想
・
政
策
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
金
子
が
外
資
輸
入
論
を
形
成

す
る
過
程
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
金
子
が
日
清
戦
争
後
、
イ
ギ
リ
ス
を
将
来
的
な
目
標
と
す
る
「
工
業
立
国
構
想
」
を
主
張
し
、
工
業
品

を
ア
ジ
ア
、
と
り
わ
け
清
心
へ
輸
出
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
金
子
は
「
戦
後
経
済
の
方
針
及
機
関
」
を
発
表
し
、

「
外
国
貿
易
拡
張
費
」
を
設
置
す
る
な
ど
、
日
清
戦
後
の
総
合
的
な
直
輸
出
貿
易
政
策
を
確
立
し
た
。
そ
の
際
に
、
金
子
は
「
現
地
主
義
」
を
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掲
げ
て
海
外
実
業
練
習
生
制
度
や
貿
易
品
陳
列
館
な
ど
を
創
設
す
る
こ
と
で
通
商
情
報
網
の
発
展
を
促
す
一
方
、
航
路
拡
張
や
重
要
輸
出
品
同

業
組
合
の
設
立
な
ど
を
主
張
・
推
進
し
、
直
輸
出
貿
易
の
発
展
に
政
策
面
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
本
稿
で
は
金
子
が
「
工
業
立
国
構
想
」
の
具
体
策
と
し
て
「
清
国
市
場
進
出
論
」
を
提
唱
し
た
こ
と
を
解
明
し
た
。
金
子
は
第
四
圃

商
業
会
議
所
連
合
会
で
日
清
講
和
条
約
第
六
条
第
四
項
延
期
論
に
反
対
し
、
積
極
的
な
清
国
市
場
進
出
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
清
国
新
開
港

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

場
視
察
団
派
遣
を
契
機
に
金
子
は
実
業
家
の
清
国
市
場
進
出
を
奨
励
す
る
一
方
、
綿
糸
な
ど
の
清
国
輸
出
を
軸
と
し
、
長
江
航
路
、
内
地
製
造

業
な
ど
の
諸
権
益
獲
得
を
目
指
す
「
清
国
市
場
進
出
論
」
を
提
起
し
、
さ
ら
な
る
清
国
視
察
団
の
派
遣
や
長
江
航
路
拡
張
へ
と
つ
な
げ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
後
、
手
厚
い
政
府
補
助
に
支
え
ら
れ
た
大
阪
商
船
な
ど
日
本
海
運
が
長
江
航
路
に
進
出
し
た
結
果
、
輸
送
手
段
を
得
た
日
本
製
綿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

糸
は
従
来
進
出
し
て
い
た
華
北
地
域
だ
け
で
な
く
、
長
江
中
流
域
に
お
い
て
も
明
治
三
十
三
年
頃
か
ら
急
速
に
進
出
し
た
。
そ
し
て
、
日
露
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

前
期
に
は
イ
ン
ド
綿
糸
を
凌
駕
し
、
同
流
域
の
輸
入
綿
糸
中
約
七
九
％
を
占
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
工
業
化
を
支
え
た
綿
糸

紡
績
業
は
急
速
に
清
国
市
場
に
進
出
し
て
い
っ
た
が
、
金
子
の
「
清
圏
市
場
進
出
論
」
は
こ
れ
を
政
策
的
に
支
援
す
る
こ
と
で
、
重
要
な
役
割

を
果
た
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
さ
ら
に
、
本
稿
で
は
日
清
戦
後
恐
慌
に
よ
っ
て
金
子
の
「
工
業
立
国
構
想
」
が
大
き
く
展
開
し
、
外
資
輸
入
論
と
結
合
す
る
経
緯
を
明
ら
か

に
し
た
。
金
子
は
日
清
戦
後
に
独
・
米
の
恐
慌
を
学
び
、
日
本
経
済
界
の
膨
張
を
憂
慮
し
て
、
経
済
界
の
調
査
に
従
事
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

金
子
は
日
清
戦
後
恐
慌
が
深
刻
化
す
る
と
、
こ
の
調
査
を
も
と
に
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
と
経
済
同
盟
を
締
結
し
、
外
資
輸
入
に
よ
っ
て
資

本
不
足
に
あ
る
経
済
界
を
救
済
・
成
長
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
金
子
の
「
工
業
立
国
構
想
」
は
清
国
市
場
を
重
視
し
つ
つ
も
、

外
資
輸
入
論
と
結
合
し
、
興
業
銀
行
を
設
立
し
て
国
内
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
、
外
国
貿
易
の
発
展
や
器
械
工
業
の
大
規
模
化
を
目
指
す
「
世
界
的

工
業
」
建
設
へ
と
大
き
く
発
展
し
て
い
っ
た
。
だ
が
、
金
子
の
外
資
輸
入
錆
興
業
銀
行
設
立
計
画
は
人
為
的
外
資
輸
入
を
最
小
限
に
と
ど
め
る

路
線
を
と
っ
て
い
た
大
蔵
省
主
流
・
日
銀
の
反
対
や
政
府
内
の
消
極
論
に
直
面
し
、
挫
折
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
一
連
の
過
程
に
つ
い
て
、
頴
原
善
徳
氏
は
金
子
の
「
ア
ジ
ア
の
中
の
日
本
」
か
ら
の
脱
却
構
想
（
米
国
へ
の
接
近
）
に
基
づ
き
論
じ
て
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い
る
が
、
本
稿
の
分
析
に
よ
り
、
金
子
が
「
工
業
立
国
構
想
」
の
下
、
一
貫
し
て
「
清
国
市
場
進
出
論
」
を
提
唱
し
た
こ
と
、
日
清
戦
後
恐
慌

以
降
、
「
工
業
立
国
構
想
」
と
外
資
輸
入
論
を
結
合
さ
せ
、
外
資
に
よ
る
工
業
の
大
規
模
化
、
「
世
界
的
工
業
」
を
目
指
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
ま
た
、
金
子
の
経
済
構
想
は
外
資
輸
入
に
よ
る
民
間
経
済
の
再
生
・
発
展
を
優
先
し
た
点
で
も
、
軍
拡
を
中
心
と
す
る
戦
後
経
営
と

民
間
経
済
成
長
の
両
立
を
目
指
し
た
大
蔵
省
・
日
銀
の
経
済
政
策
と
は
優
先
順
位
を
異
に
し
て
い
た
。
そ
の
後
も
、
金
子
は
「
経
済
政
策
を
確

立
」
す
る
こ
と
を
急
務
と
す
る
一
方
、
日
本
の
経
済
規
模
を
越
え
た
海
軍
拡
張
に
は
否
定
的
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
も
当
該
期
の
経
済
政
策
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

一
枚
岩
で
は
な
い
多
様
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
金
子
の
構
想
し
た
興
銀
は
政
府
保
証
に
よ
っ
て
外
資
を
積
極
的
に

輸
入
し
、
「
世
界
的
工
業
」
へ
の
発
展
を
目
指
し
た
点
で
、
通
貨
膨
張
の
危
険
性
を
胚
胎
し
て
い
た
が
、
一
方
で
は
、
植
民
地
へ
の
資
本
輸
出

に
終
始
し
た
現
実
の
興
銀
と
は
異
な
る
発
展
の
可
能
性
も
含
ん
で
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
①
　
漢
口
を
申
心
と
す
る
華
中
西
部
四
港
へ
の
日
本
綿
糸
輸
入
量
は
中
国
全
体
の
約
　
　
　
　
　
危
険
の
事
に
付
」
と
、
当
時
第
～
次
桂
内
閣
が
推
進
し
て
い
た
地
租
増
徴
の
継
続

　
　
三
分
の
～
を
や
や
上
回
り
、
華
北
四
港
に
次
ぐ
重
要
輸
入
地
域
と
な
っ
た
（
高
村
　
　
　
　
　
に
よ
る
海
軍
拡
張
に
対
し
て
注
意
を
促
し
て
い
る
（
前
掲
明
伊
藤
博
文
関
係
文

　
　
直
助
噸
日
本
資
本
主
義
史
論
』
〔
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
轡
房
、
一
九
八
○
年
〕
一
二
六
頁
）
。
　
　
　
　
書
㎞
四
巻
、
七
六
頁
）
。

　
②
副
島
闘
照
「
日
本
紡
績
業
と
中
團
市
場
」
（
欄
人
文
学
報
』
三
三
号
、
一
九
七
二

　
　
年
）
　
一
八
～
　
　
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
付
配
）
　
な
お
、
本
稿
は
、
日
本
史
研
究
会
近
現
代
史
部
会
（
二
〇
〇
六
年
～
月
十
四

　
③
明
治
（
三
十
五
）
年
十
～
月
一
日
付
傍
藤
博
文
宛
金
子
堅
太
郎
書
簡
（
前
掲
　
日
、
於
機
関
紙
会
館
）
で
の
報
告
を
基
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
貴
重
な
ご
意
見
を

　
　
　
『
伊
藤
博
文
関
係
文
書
』
四
巻
、
七
五
一
七
六
頁
）
。
な
お
、
金
子
は
同
年
十
｝
　
　
御
寄
せ
い
た
だ
い
た
方
々
に
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
月
十
七
日
付
の
伊
藤
宛
書
簡
で
も
コ
国
の
蜜
力
に
伴
は
さ
る
軍
備
拡
張
は
頗
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
浜
松
医
科
大
学
非
常
勤
講
師
）
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tion　in　which　Turko－Mongols　and　tranians　interacted　with　each　other　played　a　vital

role血cross－cultur謎contac£between　them．

　　　　　Economic　Concepts　after　the　Sino－Japanese　War：

Kaneko　Kentaro’s　Kogyo　rikkoleu　leoso　and　the　Development

　　　　　of　the　Theory　of　lntroduction　of　Foreign　Capital

by

NAKAMoTO　Tal〈atoshi

　　In　this　study　1　analyze　1〈aneko　Kentaro’s　conception　of　the　nation　state　as　weil

his　conception　of　and　plan　for　the　economy　and　the　development　of　his　theory　of

the　introduction　of　foreign　capital　after　the　Sino－Japanese　War．　As　a　result，　it　has

become　cleai　that　Kaneko　had　advocated　a　“plEm　for　an　industrial　state”　after　the

Sino－Japanese　War　with　the　U．1〈．　serving　as　the　ultimate　goal，　but　with　the　dis－

patch　of　forces　to　police　newly　opened　ports　in　China　as　a　turning　point，　Kaneko

proposed　actively　purs血g　specia至priv妊eges　and　rights　with血Chhla　and　exporting

1ndustrial　products　as　part　of　the　plan　of“expo血lg　to　Ching　markets．”

　　1　also　argue　in　this　study　how　Kaneko’s　“plan　for　aR　industrial　state”　was　fuirther

developed　due　to　the　firiancial　depression　foliowing　the　Sino－Japanese　War　Emd　de－

monstrate　how，　in　addition　to　“export　to　Chnese　markets，”　he　adopted　an　econo－

rnic　plan　to　alleviate　capital　shortages　by　introducing　foreign　capital．　Combined

with　his　“plari　for　an　industrial　state，”　its　major　airn　was　to　establish　“global　indus一

面a丘zadon”by　expanding　large－scale　fbreign　trade　and　mechanical血dustria五zation

and　the　development　of　an　industrial　bank　to　maintain　infrastructure．　Moreover，　I

emphasize　the　fact　that　the　airn　of　developing　an　“industrialized　world”　by　the　ac－

tive　import　of　foreigti　capital　dffered　from　the　mairistream　of　the　Mmistry　of　Fi－

nance，　and　that　Kaneko’s　economic　policy　assumed　that　the　growth　of　the　private

economy　should　be　the　first　priority．

（619）


